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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

 
(注) １ 営業収益には、その他の営業収入を含んでおります。 

２ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

３ 第57期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないこと及び、第56期中、第57期中、

第58期中では中間純損失を計上したため記載しておりません。 

５ 中間連結財務諸表を作成しているため、提出会社の１株当たり純資産額、１株当たり中間(当期)純利益又は

中間(当期)純損失、潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の記載を省略しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第56期中 第57期中 第58期中 第56期 第57期

会計期間

自 平成17年 

  ３月１日 

至 平成17年 

  ８月31日

自 平成18年 

  ３月１日 

至 平成18年 

  ８月31日

自 平成19年 

  ３月１日 

至 平成19年 

  ８月31日

自 平成17年 

  ３月１日 

至 平成18年 

  ２月28日

自 平成18年 

  ３月１日 

至 平成19年 

  ２月28日
   

(1) 連結経営指標等
営業収益 (千円) 21,901,868 26,191,041 24,575,903 47,390,026 54,137,849
経常利益 (千円) 1,557,763 1,500,449 911,843 3,495,988 2,858,013
当期純利益又は中間純
損失(△)

(千円) △685,302 △138,053 △22,335 22,508 394,023

純資産額 (千円) 25,926,478 29,507,333 38,897,266 27,058,020 39,877,240
総資産額 (千円) 46,287,302 47,402,161 56,867,964 46,109,741 57,463,056
１株当たり純資産額 (円) 1,354.94 1,386.69 1,331.05 1,411.54 1,360.03
１株当たり当期純利益
又は中間(当期)純損失
(△)

(円) △35.83 △7.22 △0.76 △1.37 16.54

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 56.0 55.9 68.4 58.7 69.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △663,661 △658,898 △363,954 1,857,992 △12,891

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △1,258,776 △367,754 △347,241 △2,453,291 △1,453,328

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 701,164 896,947 1,243,146 △351,958 1,156,029

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 697,614 861,279 1,216,499 977,709 682,481

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数)

(名)
1,934
(1,142)

1,926
(1,264)

1,929
(1,145)

1,915
(1,270)

1,917
(1,049)

    

(2) 提出会社の経営指標等
営業収益 (千円) 11,697,976 11,326,590 648,158 24,067,519 11,688,651
経常利益 (千円) 692,980 707,836 441,653 1,401,713 947,866
中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) 308,893 △408,577 406,298 573,900 △437,768

資本金 (千円) 2,486,520 2,486,520 2,486,520 2,486,520 2,486,520
発行済株式総数 (千株) 19,906 19,906 30,631 19,906 30,631
純資産額 (千円) 14,347,119 14,344,244 25,222,239 15,109,293 25,460,515
総資産額 (千円) 24,217,150 24,254,667 32,005,860 24,423,272 29,702,335

１株当たり配当額 (円) ― ― 10.0 15.0 15.0

自己資本比率 (％) 59.2 59.1 78.8 61.9 85.7

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数)

(名)
270
(123)

238
(117)

11
(―)

252
(123)

10
(―)



２ 【事業の内容】 
  

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重
要な変更はありません。 
 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、新たに当社の連結子会社となった会社は次のとおりであります。 

 
（注）議決権の所有割合欄の(内書)は間接所有であります。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 
平成19年８月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の中間連結会計期間平均雇用人員であります。 
  
  

(2) 提出会社の状況 
平成19年８月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の中間会計期間平均雇用人員であります。 
  
(3) 労働組合の状況 

労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。 

名称 住所
資本金 

（百万円）
主要な事業内容

議決権の所有割合
又は被所有割合(％)

関係内容

㈱フロンティア 東京都品川区 90 ブランド事業 100.0(100.0)
㈱エフ・ディ・シィ・プ

ロダクツの子会社

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ブランド事業 765(  123)

アパレルメーカー事業 860(  315)

リテール事業 236(  648)

ホールセール事業 51(   58)

ディベロッパー事業 6(    1)

全社(共通) 11(   ―)

合計 1,929(1,145)

従業員数(名) 11(―)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当期におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に、設備投資の増加及び雇用情勢の改善により緩

やかな景気回復が続きましたが、個人消費は持ち直しの動きが見られるものの一進一退が続き、好況感

を感じにくい状況で推移いたしました。  

 流通業界におきましても、依然として売上高が前年同月を下回る月が大半を占める状況のなか、天候

不順による季節商品の販売不振等、百貨店・ショッピングセンター・チェーンストア・専門店等いずれ

の業態においても苦戦が続き、更に大型の企業再編もあり厳しい経営環境が続きました。  

 このような状況のなか当社グループは、昨年９月、当社を持株会社とし、㈱エフ・ディ・シィ・プロ

ダクツ、㈱アスティ、㈱アージュの３社を事業会社とする持株会社体制に移行し、時代の変化に即応し

たグループ経営体制の再構築を図りました。  

 そして、2006年度からスタートさせた中期経営計画のもと、「利益を伴った拡充」を合言葉として、

事業ごとの重点課題に取り組んでまいりました。  

 売上高に関しましては、㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツは、「さらなる成長戦略の推進」の方針の

もと、「４℃」（ヨンドシィ）ジュエリーを核としたブランド力アップと、新ブランドの育成等に取り

組んでまいりましたが、前年同期に比べ減少いたしました。㈱アスティも、「選択と集中」の方針のも

と、重複事業の移管・統合や不採算商品のカット等を進めたことにより前年同期に比べ減少いたしまし

た。㈱アージュは「現場営業力の強化」の方針のもと、㈱アスティからの小売機能の移管や、出店の拡

大等により前年同期に比べ増加いたしました。   

 これにより、連結営業収益は245億75百万円（前年同期比6.2％減）と前年同期に比べ減少いたしまし

た。  

 利益面におきましては、㈱アスティのアパレル子会社の苦戦と経営統合によるのれん償却等もあり、

連結営業利益７億17百万円（前年同期比38.0％減）、連結経常利益は９億11百万円（前年同期比39.2％

減）と前年同期に比べ減少いたしました。また、中間連結純損失は22百万円となりました。 

事業のセグメント別の業績は、次のとおりであります。 
  

（ブランド事業）  

 
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツが展開しておりますジュエリーにおきましては、「４℃」ブランド

はファッションジュエリーの在庫調整等の影響により、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。

「RUGIADA」（ルジアダ）ブランドにつきましては、自家需要対応商品が好調に推移し、売上高は前年

同期に比べ増加いたしました。また、昨年９月よりスタートさせた「CELINE」（セリーヌ）ブランドに

つきましては、ブライダル商品が好調に推移し、売上高は計画を大幅に上回りました。  

 ウエアにおきましては、事業撤退による影響で売上高は前年同期に比べ減少いたしました。  

 バッグは、高付加価値商品の開発強化により皮革素材が好調に推移し、売上高は前年同期に比べ増加

いたしました。 
  

（アパレルメーカー事業）  

 
 ㈱アスティは、アパレルメーカー事業を集中投資部門と位置づけ、企画力のあるメーカー機能の確立

を目指して営業活動を行っております。当中間期は、生産管理力や企画機能の向上に力を入れ、ＯＥＭ

機能の確立による利益確保を進めました。主要得意先との取り組み強化により、カット＆ソー商品は健

闘しましたが、ブランド商品の不振もあり、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。  

 重点的に取り組んだ関東マーケットでは、大手アパレルとの取り組みは順調に推移しましたが、通

販、専門店、量販店に対する売上高は前年同期に比べ減少いたしました。  

 物流業務受託の㈱アロックスは、外部受託収入が順調に増加いたしました。  

 ベビー服製造卸の㈱アスコットは、前半の天候不順が続き、売上高は前年同期に比べ若干減少いたし

ましたが、利益率の改善により増益となりました。玩具、雑貨等のラ シェール㈱は、重点顧客との取

り組みが順調に拡大いたしました。 

 靴下製造卸の㈱上田靴下、婦人カット＆ソー製造卸の㈱吉武は、競争激化や天候不順、生産コストの

上昇等の影響を受け、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。 

売上高 98億25百万円 （前年同期比 3.1％減）

営業利益 ７億60百万円 （前年同期比25.1％減）

売上高 63億64百万円 （前年同期比19.1％減）

営業損失 △２億22百万円 （前年同期比 ―）



  
（リテール事業）  

 
㈱アージュは、「現場営業力の強化」を共通のテーマとして、各事業の重点課題に取り組みました。

「ＬＯＵ」（ルウ）（婦人服、服飾雑貨の専門店チェーン展開）におきましては、天候不順により苦戦

したものの、商品構成の見直しにより売上高は前年同期並みで推移いたしました。デイリーファッショ

ン（総合衣料店のチェーン展開）におきましては、新規出店及び㈱アスティから移管したＦＣ（フラン

チャイズ）契約店舗の直営化により、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。ラポール（会員制小

売業）では、催事の活性化に取り組みましたが、売上高は前年同期を下回りました。また、平成18年11

月に子会社になりました㈱メイ（婦人服、服飾雑貨の専門店チェーン展開）も売上高増加に寄与いたし

ました。  

 フラッグス㈱（飲食の専門店チェーン展開）では、既存店の安定運営とイベントの実施等により売上

高は前年同期に比べ増加いたしました。 
  

（ホールセール事業）  

 
㈱アスティのナイトウェア部門では、商品企画力、コスト対応力の強化を図ることで、主力得意先と

の取り組みについて成果がありましたが、季節商品の不振により、売上高は前年同期に比べ減少いたし

ました。  

 子供服・服飾部門では、スクール商品は順調に推移しましたが、ベビー商品の廃止、雨具関連商品の

苦戦が響き、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。  

 中・小型量販店及び一般小売店を対象とした地域卸部門は、ＦＣ契約店舗を㈱アージュに移管し、卸

事業に特化することで得意先との安定した取り組みが進みました。しかし、マーケットの縮小傾向には

歯止めがかからず、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。 
  

（ディベロッパー事業）  

 
㈱アスティの不動産賃貸におきましては、メンテナンス管理、テナント物件のリーシング管理等を行

っておりますが、松山市の賃貸ビルにおいて一部に空室があり、前年同期に比べ減少いたしました。  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会

計年度末に比べ５億34百万円増加し、当中間連結会計期間末には12億16百万円となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における営業活動の結果、資金の減少は３億63百万円（前年同期比２億94百万円

増）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が４億92百万円となったものの、法人税等の

支払額８億44百万円等により相殺されたためであります。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における投資活動の結果、資金の減少は３億47百万円（前年同期比20百万円増）

となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出１億87百万円、その他投資にかかる支出１

億50百万円等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動の結果、資金の増加は12億43百万円（前年同期比３億46百万円

増）となりました。これは主に、短期借入金の借入が20億25百万円あったものの配当金の支払額４億58

百万円及び自己株式の取得による支出１億85百万円等があったためであります。 

  

売上高 53億96百万円 （前年同期比38.1％増）

営業損失 △16百万円 （前年同期比 ―）

売上高 20億25百万円 （前年同期比38.8％減）

営業損失 △13百万円 （前年同期比 ―）

売上高 ９億64百万円 （前年同期比 0.8％減）

営業利益 ３億96百万円 （前年同期比24.0％減）



２ 【仕入及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりでありま
す。 

  

 
(注) １ 上記金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等を含めておりません。 
  
(2) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりでありま
す。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等を含めておりません。 

  
３ 【対処すべき課題】 

(当社株式の大規模な買付行為に関する対応策(買収防衛策)について) 

当社は、平成19年４月16日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す
る者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第127条柱書に定義されるものをいいます。以下「基本
方針」といいます)並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が
支配されることを防止するための取り組み(会社法施行規則第127条第２号ロ)の一つとして、下記のと
おり、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下「本プラン」といいます)を導入するとの決議
を行いました。  
 なお、会社法、証券取引法並びにそれらに関する規則、政令、内閣府令及び省令等(以下、総称して
「法令等」といいます)に改正(法令等の名称の変更や従前の法令等を継承する新たな法令等の制定を含
みます。以下同じとします)があり、これらが施行された場合には、本プランにおいて引用する法令等
の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令等の各条項を実質的に
継承する法令等の各条項に、それぞれ読み替えられるものとします。  

１ 会社の支配に関する基本方針 

(1) 基本方針の内容 

 当社は、当社株主の在り方に関し、当社株主は市場における自由な取引を通じて決定されるべき
ものと考えています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴うような買付けの提案に応じるか
否かの判断も、 終的には当社株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。  
 しかしながら、当社株式の大規模買付行為(下記２(2)(a)に定義されます。以下同じとします)の
中には、①買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値または当社株主の皆様共同の利益に
対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、②当社株主の皆様に株式の売却を事実上強要する
おそれがあるもの、③当社に、当該大規模買付行為に対する代替案を提示するために合理的に必要
となる期間を与えることなく行われるもの、④当社株主の皆様に対して、買付内容を判断するため
に合理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行われるもの、⑤買付けの条件等(対価の
価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性、買付の実行の実現可能性等)が当社の本源的価値
に鑑み不十分または不適当なもの、⑥当社の持続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、
顧客を含む取引先、工場・生産設備が所在する地域社会などの利害関係者との関係を破壊し、当社
の企業価値または当社株主の皆様共同の利益に反する重大な影響を及ぼすものも想定されます。当
社といたしましては、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益を 大化すべきとの観点に照

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％)

ブランド事業 2,932,513 △20.5

アパレルメーカー事業 3,857,924 △11.9

リテール事業 3,197,139 ＋40.4

ホールセール事業 2,569,717 △37.3

       合計 12,557,294 △13.0

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％)

ブランド事業 9,825,091 △3.1

アパレルメーカー事業 6,364,043 △19.1

リテール事業 5,396,730 ＋38.1

ホールセール事業 2,025,663 △38.8

ディベロッパー事業 964,374 △0.8

       合計 24,575,903 △6.2



らし、このような大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者として適当でないと考えております。  
 そこで、当社の総議決権の20％以上の議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)の取得
を目指す者及びそのグループ(以下「買収者等」といいます)による支配株式の取得により、このよ
うな当社の企業価値または当社株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、係る
買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及
び当社定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確
保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。 

２ 本プランの内容(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取り組み)について 

(1) 本プラン導入の目的について 

当社は、上記１のとおり、買収者等に対して、場合によっては何らかの措置を講ずる必要が生じ
得るものと考えますが、上場会社である以上、買収者等に対して株式を売却するか否かの判断や、
買収者等に対して会社の経営を委ねることの是非に関する 終的な判断は、基本的には、個々の株
主の皆様のご意思に委ねられるべきものだと考えております。  
 しかしながら、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、その前提として、上記のよ
うな当社固有の事業特性や当社及び当社グループの歴史を十分に踏まえていただいた上で、当社の
企業価値とその価値を生み出している源泉につき適切な把握をしていただくことが必要であると考
えます。そして、買収者等による当社の支配株式の取得が当社の企業価値やその価値の源泉に対し
てどのような影響を及ぼし得るかを把握するためには、買収者等から提供される情報だけでは不十
分な場合も容易に想定され、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、当社固有の事業
特性を十分に理解している当社取締役会から提供される情報または当該買収者等による支配株式の
取得行為に対する当社取締役会の評価・意見、場合によっては当社取締役会による新たな提案を踏
まえていただくことが必要であると考えます。  
 したがいまして、当社といたしましては、株主の皆様に対して、これらの多角的な情報を分析
し、検討していただくための十分な時間を確保することが非常に重要であると考えております。  
 以上の見地から、当社取締役会は、上記の基本方針を踏まえ、大規模買付行為を行おうとし、ま
たは現に行っている者(以下「大規模買付者」といいます)に対して事前に大規模買付行為に関する
必要な情報の提供及びこれに対する評価・検討のための期間の確保を求めることによって、当該大
規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が、独立委
員会(下記(2)(e)に定義されます。以下同じとします)の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する
賛否の意見または当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等(以下
「代替案」といいます)を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規
模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者(具体的には、当
社取締役会が所定の手続にしたがって定める一定の大規模買付者並びにその共同保有者及び特別関
係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社
取締役会が認めた者等をいい、以下「例外事由該当者」と総称します)によって当社の財務及び事
業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとして、平成19年４月16日付で
本プランの導入を決定しました。  

(2) 本プランの内容について 

本プランの具体的内容は以下のとおりです。 

(a) 対抗措置発動の対象となる大規模買付行為の定義 

次の①ないし③のいずれかに該当する行為(ただし、当社取締役会が予め承認をした行為を除
きます)若しくはその可能性のある行為(以下「大規模買付行為」と総称します)がなされ、また
は、なされようとする場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。 
① 当社が発行者である株券等(注１)に関する当社の特定の株主様の株券等保有割合(注２)が

20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得(注３) 
② 当社が発行者である株券等(注４)に関する当社の特定の株主様の株券等所有割合(注５)とそ

の特別関係者(注６)の株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付けその他
の取得(注７) 

③ 上記①または②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、上記①または②に規定され
る各行為を企図する当社の特定の株主様が、当社の他の株主様(ただし、当社が発行者であ
る株券等につき当該特定の株主様と当該他の株主様の株券等保有割合の合計が20％以上とな
るような当該他の株主様に限ります)との間で、当該他の株主様が当該特定の株主様の共同
保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定の株主様と当該他の株主
様との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動
する関係(注８)を樹立する行為(注９) 
(注１) 証券取引法第27条の23第１項に定義される株券等をいいます。以下別段の定めがない限り同じ

とします。 

(注２) 証券取引法第27条の23第４項に定義される株券等保有割合をいいます。以下同じとしますが、



かかる株券等保有割合の計算上、(ⅰ)同法第27条の２第７項に定義される特別関係者、並びに(ⅱ)当該

特定の株主様との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社

その他の金融機関並びに当該特定の株主様の公開買付代理人及び主幹事証券会社(以下「契約金

融機関等」といいます)は、当該特定の株主様の共同保有者(同法第27条の23第５項に定義され

る共同保有者をいい、同条第６項により共同保有者とみなされる者を含みます(当社取締役会が

これに該当すると認めた者を含みます)。以下同じとします)とみなします。また、係る株券等

保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情報を参照するこ

とができるものとします。 

(注３) 売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び証券取引法施行令第14条の６

に規定される各取引を行うことを含みます。 

(注４) 証券取引法第27条の２第１項に定義される株券等をいいます。以下本②において同じとしま

す。 

(注５) 証券取引法第27条の２第８項に定義される株券等所有割合をいいます。以下同じとします。な

お、係る株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を

参照することができるものとします。 

(注６) 証券取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げ

る者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第

２項で定める者を除きます。なお、(ⅰ)共同保有者及び(ⅱ)契約金融機関等は、当該特定の株

主様の特別関係者とみなします。以下同じとします。  

(注７) 買付けその他の有償の譲受け及び証券取引法施行令第６条第２項に規定される有償の譲受けに

類するものを含みます。  

(注８) 「当該特定の株主様と当該他の株主様との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれ

らの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、

業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係及び信用供与関係等の形成

や、当該大規模買付者及び当該他の株主様が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に

行うものとします。  

(注９) 上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が合理的に行うものとします。な

お、当社取締役会は、当該③の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範囲におい

て、当社の株主様に対して下記(3)記載の情報に準じた情報を提供していただくよう要請するこ

とがあります。 

(b) 意向表明書の提出 

大規模買付者には、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、別途当社の定める書式によ
り、本プランに定める手続(以下「大規模買付ルール」といいます)を遵守することを誓約する旨
の大規模買付者代表者による署名または記名押印のなされた書面及び当該署名または押印を行っ
た代表者の資格証明書(以下これらを併せて「意向表明書」といいます)を当社代表取締役社長宛
てに提出していただきます。当社代表取締役社長は、意向表明書を受領した場合、直ちにこれを
当社取締役会及び独立委員会に提出します。  
 意向表明書には、大規模買付ルールを遵守する旨の誓約のほか、大規模買付者の氏名または名
称、住所または本店、事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡先
及び企図されている大規模買付行為の概要等も明示していただきます。  
当社は、大規模買付者から意向表明書の提供があった場合、当社取締役会または独立委員会が適
切と認める事項について、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って直ちに株主の皆様に対し
て開示します。 

(c) 大規模買付者に対する情報提供要求 

 当社取締役会及び独立委員会が意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大規模買付者に
は、当社取締役会に対して、次の①から⑨までに掲げる情報(以下「大規模買付情報」と総称し
ます)を提供するよう要請します。当社取締役会は、大規模買付情報を受領した場合、直ちにこ
れを独立委員会に対して提供します。  
 なお、当社取締役会または独立委員会が、大規模買付者から当初提供を受けた情報だけでは、
当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断することや、当社取締役会及
び独立委員会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見を形成し(以下「意見形成」といいま
す)、または代替案を立案して(以下「代替案立案」といいます)株主の皆様に対して適切に提示
することが困難であると判断した場合には、合理的な期間の提出期限を定めた上で、当該定めら
れた具体的期間及び合理的な期間を必要とする理由を株主の皆様に対して開示することにより、
株主の皆様による適切な判断並びに当社取締役会及び独立委員会による意見形成または代替案立
案のために必要な追加情報の提供を随時大規模買付者に対して要求することができるものとしま
す。  
 また、当社取締役会または独立委員会が大規模買付情報の提供が完了したと判断した場合に
は、当社は、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って直ちにその旨を株主の皆様に対して開
示します。さらに、当社は、当社取締役会または独立委員会の決定に従い、大規模買付情報の受
領後の適切な時期に、大規模買付情報のうち当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆
様が適切に判断するために必要と認められる情報を適用ある法令等及び証券取引所規則に従って



株主の皆様に対して原則として開示します。 
① 大規模買付者及びそのグループ(主要な株主または出資者及び重要な子会社・関連会社を含

み、大規模買付者がファンドまたはその出資に係る事業体である場合は主要な組合員、出資
者(直接・間接を問いません)その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を
継続的に行っている者を含みます)の概要(具体的名称、資本構成、出資割合、財務内容並び
に役員の氏名及び略歴を含みます)  

② 大規模買付行為の目的、方法及び内容(大規模買付行為の対価の種類及び価額、大規模買付
行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為及び
関連する取引の実現可能性、大規模買付行為完了後に当社株券等が上場廃止となる見込みが
ある場合にはその旨及びその理由を含みます。なお、大規模買付行為の方法の適法性につい
ては資格を有する弁護士による意見書を併せて提出していただきます)  

③ 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡(当社に対して重要提案行為等(証
券取引法第27条の26第１項に定義される重要提案行為等をいいます)を行うことに関する意
思連絡を含みます。以下同じとします)の有無及び意思連絡が存する場合にはその具体的な
態様及び内容  

④ 大規模買付行為に係る買付け等の対価の算定根拠及びその算定経緯(算定の前提となる事
実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大規模買付行為に係る一連の取引により
生じることが予想されるシナジーの額及びその算定根拠を含みます)  

⑤ 大規模買付行為に係る買付け等の資金の裏付け(当該資金の提供者(実質的提供者(直接・間
接を問いません)を含みます)の具体的名称、調達方法、資金提供が実行されるための条件及
び資金提供後の誓約事項の有無及び内容並びに関連する具体的取引の内容を含みます)  

⑥ 大規模買付行為の完了後に意図されている当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財
務計画、資金計画、投資計画、資本政策及び配当政策等(大規模買付行為完了後における当
社資産の売却、担保提供その他の処分に関する計画を含みます)その他大規模買付行為完了
後における当社及び当社グループの役員、従業員、取引先、顧客、当社工場・生産設備等が
所在する地方公共団体その他の当社に係る利害関係者の処遇方針  

⑦ 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無(直接的であるか間接的であるかを問い
ません)及びこれらに対する対処方針  

⑧ 当社の他の株主様との利益相反を回避するための具体的方策  
⑨ その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断し、書面により大規模買付者に

対して要求した情報  

(d) 取締役会評価期間の設定等 

当社取締役会は、大規模買付者が開示した大規模買付行為の内容に応じた下記①または②の期
間(大規模買付情報の提供が完了したと当社取締役会または独立委員会が判断した旨を当社が開
示した日から起算されるものとします)を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、代替案
立案及び大規模買付者との交渉のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます)として設定
します。大規模買付行為は、本プランに別段の記載なき限り、取締役会評価期間の経過後にのみ
開始されるべきものとします。なお、係る取締役会評価期間は、当社の事業内容の評価、検討の
困難さや、意見形成、代替案立案等の難易度などを勘案して設定されたものです。 
① 対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等(証券取引法第27条の２

第１項に定義される株券等をいいます。以下本①において同じとします)の買付けが行われ
る場合：60日間(初日不算入) 

② ①を除く大規模買付行為が行われる場合：90日間(初日不算入)  
 当社取締役会は、取締役会評価期間内において、大規模買付者から提供された大規模買付情報
に基づき、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討、意見
形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものとします。当社取締役会が評価、検討、
意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うにあたっては、必要に応じて、原則とし
て当社の費用で当社取締役会から独立した第三者的立場にある専門家(フィナンシャル・アドバ
イザー、弁護士、公認会計士等)の助言を得るものとします。  
 なお、独立委員会が取締役会評価期間内に下記(f)記載の勧告を行うに至らないこと等の理由
により、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動の決議に至らないこ
とにつきやむを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範
囲内で取締役会評価期間を 大30日間(初日不算入)延長することができるものとします(なお、
さらなる期間の延長を行う場合においても同様とします)。当社取締役会が取締役会評価期間の
延長を決議した場合、当該決議された具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を適用
ある法令等及び証券取引所規則に従って直ちに株主の皆様に対して開示します。 

(e) 独立委員会の設置 

当社は、本プランの導入に当たり、その発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するた
め、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役及び社外監査役(それら
の補欠者を含みます)並びに社外有識者の中の３名以上から構成される独立委員会(以下「独立委
員会」といいます)を設置します。  
 独立委員会は、必要に応じて、当社取締役会及び独立委員会から独立した第三者的立場にある



専門家(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等)の助言を得ること等ができる
ものとします。なお、係る助言を得るに際し要した費用は、特に不合理と認められる例外的な場
合を除き、全て当社が負担するものとします。  
 独立委員会の決議は、原則として現任の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行いま
す。ただし、独立委員会の委員に事故あるとき、その他やむを得ない事情があるときは、独立委
員会の委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行います。 

(f) 独立委員会の勧告手続及び当社取締役会による決議 

ア 独立委員会の勧告 

独立委員会は、取締役会評価期間内に、次の①から③に定めるところに従い、当社取締役会
に対して大規模買付行為に関する勧告を行うものとします。 

① 大規模買付ルールが遵守されなかった場合 

大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合(大規模買付
者が当社取締役会が定める合理的期間内に必要な追加情報の提供を行わない場合や大規模買
付者が当社取締役会との協議・交渉に応じない場合を含みます)で、当社取締役会がその是
正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該違反が是正されな
い場合には、独立委員会は、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上のた
めに対抗措置を発動させないことが必要であることが明白であることその他の特段の事情が
ある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の
発動を勧告します。係る勧告がなされた場合、当社は、独立委員会の意見及びその意見の理
由並びにその他適切と認められる情報を、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って直ち
に株主の皆様に対して開示します。  
 なお、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告した後であっても、大
規模買付行為が撤回され、または存在しなくなった場合、その他当該勧告の判断の前提とな
った事実関係等に変動が生じた場合には、対抗措置の発動の中止その他の勧告を当社取締役
会に対して行うことができるものとします。  
 係る再勧告が行われた場合も、当社は、独立委員会の意見及びその意見の理由並びにその
他適切と認められる情報を、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って直ちに株主の皆様
に対して開示します。 

② 大規模買付ルールが遵守された場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、当社取締
役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告します。  
 もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、独立委員会は、当該大規
模買付者が次の(ア)から(コ)までのいずれかの事情を有していると認められる者である場合
には、当社取締役会に対して、係る大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。
(ア) 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株式を

会社関係者に引き取らせる目的で当社株券等の買収を行っている場合(いわゆるグリ
ーンメイラー)ないし当社株券等の取得目的が主として短期の利鞘の獲得にある場合 

(イ) 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、
当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等
を当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移譲させることにある場合 

(ウ) 当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ
会社等の債務の担保や弁済原資として不当に流用する予定で、当社株券等の取得を行
っている場合 

(エ) 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、
当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券などの高額資産等を売却等処分さ
せ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株
価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする点にある場合 

(オ) 大規模買付者の提案する当社株券等の取得条件(買付対価の種類、価額及びその算定
根拠、内容、時期、方法、違法性の有無、実現可能性を含みますがこれらに限りませ
ん)が、当社の企業価値に照らして不十分または不適切なものであると合理的な根拠
をもって判断される場合 

(カ) 大規模買付者の提案する買収の方法が、二段階買付け(第一段階の買付けで当社株券
等の全てを買付けられない場合の、二段階目の買付けの条件を不利に設定し、明確に
せず、または上場廃止等による将来の当社株券等の流通性に関する懸念を惹起せしめ
るような形で株券等の買付けを行い、株主の皆様に対して買付けに応じることを事実
上強要するもの)、部分的公開買付け(当社株券等の全てではなく、その一部のみを対
象とする公開買付け)などに代表される、構造上株主の皆様の判断の機会または自由
を制約するような強圧的な方法による買収である場合 

(キ) 大規模買付者による支配権取得により、株主の皆様はもとより、顧客、従業員その他
の当社の利害関係者の利益を含む当社の企業価値の著しい毀損が予想されたり、当社
の企業価値の確保及び向上を著しく妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって判断



される場合、または大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な
将来の企業価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当
社の企業価値と比べ、明らかに劣後すると判断される場合 

(ク) 大規模買付者による支配権取得の事実それ自体が、当社の重要な取引先を喪失させる
等、当社の企業価値を著しく毀損するものである場合 

(ケ) 大規模買付者の経営陣または主要株主若しくは出資者に反社会的勢力と関係を有する
者が含まれている場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として
不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合 

(コ) その他(ア)ないし(ケ)に準じる場合で、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益
を著しく損なうと判断される場合 

なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続は、上記①に準じるも
のとします。 

③ 独立委員会によるその他の勧告等 

独立委員会は、当社取締役会に対して、上記のほか、必要な内容の勧告や一定の法令等で
許容されている場合における対抗措置の廃止の勧告等を行うことができるものとします。  
 なお、係る勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続は、上記①に準じるもの
とします。 

イ 当社取締役会による決議 

当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重した上で、当該大規模買付行為が、「対抗
措置発動等ガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます)に定める手続に従わない場合
等一定の要件に該当すると判断する場合、本ガイドラインに基づき、対抗措置の発動、不発動
または中止その他必要な決議を行うものとします。なお、独立委員会から対抗措置不発動の決
議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、当社取締役会は、係る独立委員会の勧告を
大限尊重し、当該勧告に従うことにより取締役の善管注意義務に違反するおそれがある等の事
情があると認める場合には、対抗措置発動の決議を行い、または不発動の決議を行わず、対抗
措置を発動するか否かを株主の皆様に問うべく下記のウの方法により当社株主総会を招集する
ことができるものとします。係る決議を行った場合、当社は、当該決議の内容、当社取締役会
の意見及びその意見の理由並びにその他適切と認められる情報を、適用ある法令等及び証券取
引所規則に従って直ちに株主の皆様に対して開示します。 

ウ 当社株主総会の招集 

当社取締役会が自らの判断で本プランによる対抗措置を発動することの可否を問うための当
社株主総会を開催すべきと判断した場合には、当社取締役会は可及的速やかに当社株主総会を
招集します。この場合には、大規模買付行為は、株主総会における対抗措置の発動議案否決及
び当該株主総会の終結後に行われるべきものといたします。当該株主総会において本プランに
よる対抗措置の発動承認議案が否決された場合には、当該大規模買付行為に対しては本プラン
による対抗措置の発動は行われません。  
 なお、当社株主総会の招集手続が執られた場合であっても、その後、当社取締役会において
対抗措置不発動の決議を行った場合や当社取締役会にて対抗措置の発動を決議することが相当
であると判断するに至った場合には、当社は当社株主総会の招集手続を取り止めることができ
ます。かかる決議を行った場合も、当社は、当社取締役会の意見及びその意見の理由その他適
切と認められる情報を、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って直ちに株主の皆様に対し
て開示します。 

(g) 大規模買付情報の変更 

 上記(c)の規定に従い、当社が大規模買付情報の提供が完了したと判断した旨開示した後、当
社取締役会または独立委員会が、大規模買付者によって当該大規模買付情報につき重要な変更が
なされたと判断した場合には、その旨及びその理由その他適切と認められる情報を、適用ある法
令等及び証券取引所規則に従って直ちに株主の皆様に対して開示することにより、従前の大規模
買付情報を前提とする大規模買付行為(以下「変更前大規模買付行為」といいます)について進め
てきた本プランに基づく手続は中止され、変更後の大規模買付情報を前提とする大規模買付行為
を変更前大規模買付行為とは別個の大規模買付行為として取扱い、本プランに基づく手続が改め
て適用されるものとします。 

(h) 対抗措置の具体的内容 

当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則として、会社法第
277条以下に規定される新株予約権の無償割当てによるものとします(以下、割り当てられる新株
予約権を「本新株予約権」といいます)。ただし、会社法その他の法令及び当社定款上認められ
るその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いら
れることもあるものとします。  
 実際に本新株予約権の無償割当てをする場合には、(ⅰ)例外事由該当者による権利行使は認め
られないとの行使条件や、(ⅱ)新株予約権者が例外事由該当者に当たるか否かにより異なる対価
で当社が当該本新株予約権を取得できる旨を定めた取得条項(例外事由該当者以外の新株予約権



者が保有する本新株予約権についてはこれを当社がその普通株式と引換えに取得する一方、例
外事由該当者に該当する新株予約権者が保有する本新株予約権については、当社が適当と認める
場合には、これを現金、債券、社債若しくは新株予約権付社債その他の財産、または本新株予約
権に代わる新たな新株予約権(場合によりその一部を当社普通株式をもって代えることもできま
す)と引き換えに取得することができる旨を定めた条項)、または（ⅲ）当社が本新株予約権の一
部を取得することとするときに、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する本新株予約権の
みを取得することができる旨を定めた取得条項など、大規模買付行為に対する対抗措置としての
効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがあります。 

３ 本プランの有効期間並びに継続、廃止及び変更について 

本プランの有効期間は、平成22年５月31日までとします。ただし、平成22年５月31日において買収
提案を行っている者または当社の支配株式の取得を企図する者であって当社取締役会において定める
者が現に存在している場合には、その限りで有効期間が延長されるものとします。また、係る有効期
間の満了前であっても、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、②
当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点で廃止され
るものとします。よって、本プランは、株主の皆様のご意向に従い、随時これを廃止させることが可
能です。  
 本プランについては、必要に応じて、当社定時株主総会の終結後 初に開催される当社取締役会に
おいて、その継続、廃止または変更の是非につき検討を行い、必要な場合には所要の決議を行いま
す。  
 また、当社取締役会は、企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から、本プラン
に違反しない範囲、または法令等及び証券取引所規則の改正若しくはこれらの解釈・運用の変更、若
しくは税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、独立委員会の承認を得た上
で、上記当社定時株主総会の終結後 初に開催される当社取締役会以外の時機においても、必要に応
じて本プランを見直し、または変更する場合があります。  
 本プランの廃止、変更等が決議された場合には、当社は、当社取締役会または独立委員会が適切と
認める事項について、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って直ちに株主の皆様に対して開示し
ます。 

４ 株主及び投資家の皆様への影響について 

(1) 本プラン導入時に本プランが株主及び投資家の皆様へ与える影響 

本プランの導入時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。したがって、本プラン
がその導入時に株主及び投資家の皆様の権利及び経済的利益に直接具体的な影響を与えることはあ
りません。  
 本プランは、株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当
社の経営を担っている当社取締役会の意見等を提供し、さらには株主の皆様が代替案の提示等を受
ける機会を保証することを目的としています。これにより、株主の皆様は、十分な情報を取得し
て、大量買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが株主の
皆様の共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、本プランの設定は、株主及び投
資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の共同の
利益に資するものであると考えております。 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様へ与える影響 

 当社取締役会は、本プランに基づき、企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上を目的
として大規模買付行為に対する対抗措置を執ることがありますが、現在想定されている対抗措置の
仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においては、保有する当社株式一株当たりの価値の希釈化
は生じるものの、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆
様の法的権利及び経済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しておりません。  
 ただし、例外事由該当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、法的権利または経
済的利益に何らかの影響が生じる可能性があります。  
 また、対抗措置として本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であって、本新株予約権の無
償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、本新株予約権の無償割当てを中止し、
または無償割当てされた本新株予約権を無償取得する場合には、結果として当社株式一株当たりの
価値の希釈化は生じないことから、当社株式一株当たりの価値の希釈化が生じることを前提にして
売買を行った投資家の皆様は、株価の変動等により相応の損害を被る可能性があります。  
 なお、名義書換未了の株主の皆様に関しましては、本新株予約権の割当てを受けるためには、別
途当社取締役会が決定し公告する基準日までに、名義書換を完了していただく必要があります。  
 また、無償割当てがなされた本新株予約権の行使及び取得の手続について株主の皆様に関わる手
続は、次のとおりです。 

① 名義書換の手続 

当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを行うことを決議した場合、当社は、本新
株予約権の割当てのための基準日を定め、法令及び当社定款に従い、これを公告します。基準日
における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、その所



有株式数に応じて本新株予約権が割り当てられますので、株主の皆様におかれましては、公告
された基準日までに名義書換の手続を行っていただく必要があります(証券保管振替機構への預
託を行っている株券につきましては、名義書換の手続は不要です)。  
 なお、本新株予約権の無償割当てが行われる場合、基準日における 終の株主名簿に記載また
は記録された株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日に、当然に新株予約権者と
なります。 

② 本新株予約権の行使または取得の手続 

当社は、基準日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆
様に対し、本新株予約権の行使請求書(当社所定の書式によるものとし、株主ご自身が例外事由
該当者ではないこと等を誓約する文言を含むことがあります)その他本新株予約権の権利行使に
必要な書類を送付します。株主の皆様におかれましては、当社取締役会が別途定める本新株予約
権の行使期間内にこれらの必要書類を提出した上、本新株予約権１個当たり１円を払込取扱場所
に払い込むことにより、１個の本新株予約権につき１株の当社普通株式が発行されることになり
ます。ただし、例外事由該当者は、当該本新株予約権を行使できない場合があります。  
 他方、当社が本新株予約権を取得する場合、株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むこ
となく、当社による本新株予約権の取得の対価として、当社普通株式の交付を受けることになり
ます(なお、この場合、株主の皆様には、別途、本人確認のための書類のほか、ご自身が例外事
由該当者ではないこと等を誓約し、かかる誓約に虚偽が存した場合には交付された当社普通株式
を直ちに返還する旨の文言を記載した書面をご提出いただくことがあります)。ただし、例外事
由該当者については、その有する本新株予約権が取得の対象とならない、またはその有する本新
株予約権の取得の対価として交付される財産の種類が他の株主の皆様と異なることがあります。 
 これらの手続の詳細につきましては、実際にこれらの手続が必要となった際に、適用ある法令
等及び証券取引所規則に従って、株主の皆様に対して適時適切な開示を行いますので、当該内容
をご確認下さい。 

５ 本プランの合理性について 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件の充足 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益

の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利

益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を以下のと

おり充足しており、高度な合理性を有するものです。 

(2) 企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上 

本プランは、上記２(1)記載のとおり、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必

要な情報の提供及びこれに対する評価・検討のための期間の確保を求めることによって、当該大規

模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が独立委員会

の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆様に対して提示す

ること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社

の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を目的として、導入されるものです。 

(3) 事前の開示 

当社は、株主及び投資家の皆様及び大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆様に適正な選択

の機会を確保するために、本プランを予め開示するものです。  

 また、当社は今後も、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って必要に応じて適時適切な開示

を行います。 

(4) 株主意思の重視 

当社は、本定時株主総会において本プランの導入につき当社株主の皆様のご意思を確認させてい

ただきました。また、前述したとおり、当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認

された場合には本プランはその時点で廃止されるものとしており、その存続が株主の皆様の意思に

かからしめられています。 

(5) 当社取締役会による外部専門家の意見の取得 

上記２(2)(d)記載のとおり、当社取締役会は、対抗措置の発動に際しては、必要に応じて、当社

取締役会から独立した第三者的立場にある専門家(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認

会計士等)の助言を得た上で検討を行います。これにより当社取締役会の判断の客観性及び合理性

が担保されることになります。 

(6) 独立委員会の設置 

当社は、上記２(2)(e)記載のとおり、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のた

めの濫用を防止するために、独立委員会を設置します。独立委員会は、当社の業務執行を行う経営

陣から独立している、当社の社外監査役、社外取締役または社外有識者等から選任される委員３名

以上により構成されます。  



 当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、且つ、当社取締役会

の恣意的な判断を排除するために、独立委員会の勧告を 大限尊重するものとしています。また、

独立委員会は、必要に応じて、原則として当社の費用で当社取締役会及び独立委員会から独立した

第三者的立場にある専門家(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等)の助言を得る

こと等ができます。これにより、独立委員会の勧告に係る判断の客観性及び合理性が担保されるこ

とになります。  

 また、独立委員会の判断の概要については適時適切に株主の皆様に情報開示することとし、当社

の企業価値または株主の皆様共同の利益に資する透明性が確保された本プランの運用が行われる仕

組みを確保しています。 

(7) 合理的な客観的発動要件の設定 

当社は、本プランにおける各手続において当社取締役会による恣意的な判断や処理がなされるこ

とを防止し、また、手続の透明性を確保すべく、客観的な要件を織り込んだ内部基準として、本ガ

イドラインを設けています。本ガイドラインの制定により、対抗措置の発動、不発動または中止に

関する判断の際に拠るべき基準が客観性・透明性の高いものとなり、本プランにつき十分な予測可

能性が付与されることになります。 

(8) デッドハンド型買収防衛策またはスローハンド型買収防衛策ではないこと 

本プランは、上記３記載のとおり、当社の株主総会または株主総会で選任された取締役により構

成される取締役会によっていつでも廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛

策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)またはスロー

ハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、発動を阻止する

のに時間を要する買収防衛策)ではありません。  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 
該当事項はありません。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 
  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度末において、計画中または実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当

中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修及び売却等の計画はありませ

ん。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

   
② 【発行済株式】 

   
(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 
  
(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 
  
(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

   
(5) 【大株主の状況】 

平成19年８月31日現在 

 
(注) アスティ共栄会は、㈱アスティと密接な取引関係にある取引先によって結成されている任意の団体であります。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年８月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年11月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 30,631,356 30,631,356
東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 30,631,356 30,631,356 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年８月31日 ― 30,631,356 ― 2,486,520 ― 14,838,777

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

㈱フジ 愛媛県松山市宮西一丁目２番１号 5,224 17.1

㈱広島銀行 
(常任代理人 
資産管理サービス信託銀行㈱)

広島市中区紙屋町一丁目３番８号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号 
晴海アイランドトリトンスクエア 
オフィスタワーＺ棟)

1,512 4.9

第一生命保険相互会社 
(常任代理人 
資産管理サービス信託銀行㈱)

東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号 
晴海アイランドトリトンスクエア 
オフィスタワーＺ棟)

1,424 4.7

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 781 2.5

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 758 2.5

㈱伊予銀行 愛媛県松山市南堀端町１番地 739 2.4

アスティ共栄会 広島市西区商工センター二丁目15番１号 700 2.3

Ｆ＆Ａアクアホールディングス
従業員持株会

東京都品川区上大崎二丁目19番10号 530 1.7

㈱りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２番１号 485 1.6

㈱もみじ銀行 広島市中区胡町１番24号 477 1.6

計 ― 12,633 41.2



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年８月31日現在 

 
（注）１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,100株(議決権81個)含ま

  れております。 

   ２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式58株及び当社所有の自己株式61株が含 

  まれております。 

   ３ 「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行㈱（金庫株信 

  託口）名義の株式が82,300株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年８月31日現在 

 
（注）他人名義で所有している理由等 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ
ん。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 272,900

― ―

完全議決権株式(その他)  
普通株式 30,272,700 302,727 ―

単元未満株式  
普通株式 85,756 ― ―

発行済株式総数 30,631,356 ― ―

総株主の議決権 ― 302,727 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
㈱Ｆ＆Ａアクアホールデ
ィングス

東京都渋谷区東三丁目
22番13号

190,600 （注）82,300 272,900 0.9

計 ― 190,600 82,300 272,900 0.9

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

株式名義書換手続未了のため 日本マスタートラスト信託㈱（金庫株信託口） 東京都港区浜松町二丁目11番３号

月別
平成19年 
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

高(円) 1,050 1,000 932 855 855 796

低(円) 971 901 814 767 751 740



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年３月１日から平成18年

８月31日まで)及び前中間会計期間(平成18年３月１日から平成18年８月31日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について、みすず監査法人により中間監査を受け、金融商品取引法第193条の２第１項の

規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)及び当中間会計期間

(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、監査法人

トーマツにより中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 第57期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第57期中間会計期間の中間財務諸表 

 みすず監査法人 

 第58期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第58期中間会計期間の中間財務諸表 

 監査法人トーマツ 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年８月31日現在)

当中間連結会計期間末
(平成19年８月31日現在)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成19年２月28日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 861,279 1,030,094 682,481

 ２ 受取手形及び売掛金 ※４ 5,456,450 4,301,549 4,313,830

 ３ たな卸資産 6,819,841 6,498,645 6,977,287

 ４ 繰延税金資産 309,843 444,469 524,028

 ５ その他 409,835 896,903 662,101

   貸倒引当金 △51,997 △51,575 △12,958

    流動資産合計 13,805,252 29.1 13,120,087 23.1 13,146,770 22.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 6,955,111 6,534,592 6,765,465

  (2) 土地 5,783,339 5,783,339 5,783,339

  (3) 建設仮勘定 3,149 210 2,083

  (4) その他 424,694 13,166,294 327,934 12,646,077 417,904 12,968,793

 ２ 無形固定資産

  (1) 商標権 5,319 3,905 5,112

  (2) 営業権 209,150 ― 182,450

  (3) 連結調整勘定 321,667 ― 10,086,106

  (4) のれん ― 9,842,018 ―

  (5) その他 276,831 812,969 708,617 10,554,541 371,707 10,645,376

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券
※２ 
※３

14,705,386 15,242,198 15,469,133

  (2) 長期貸付金 60,373 52,966 59,585

  (3) 前払年金費用 1,813,373 1,925,481 1,865,068

    (4)  投資不動産 568,971 564,071 566,486

  (5) 繰延税金資産 131,791 138,504 125,778

  (6) その他 3,035,043 3,305,436 3,307,982

     貸倒引当金 △697,295 19,617,644 △681,401 20,547,258 △691,919 20,702,116

     固定資産合計 33,596,908 70.9 43,747,876 76.9 44,316,285 77.1

     資産合計 47,402,161 100.0 56,867,964 100.0 57,463,056 100.0



 

前中間連結会計期間末 
(平成18年８月31日現在)

当中間連結会計期間末
(平成19年８月31日現在)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成19年２月28日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※２ 6,133,872 4,629,800 5,166,432

 ２ 短期借入金 ※２ 4,083,964 6,574,518 4,600,502

  ３  一年内償還予定社債 ― 90,000 ―

 ４ 未払法人税等 404,205 394,366 876,532

 ５ 繰延税金負債 ― 23 22,496

 ６ 賞与引当金 329,700 332,648 403,209

 ７ 役員賞与引当金 34,220 37,226 49,300

 ８ その他 2,771,222 2,472,002 2,598,685

   流動負債合計 13,757,185 29.0 14,530,585 25.6 13,717,159 23.9

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 100,000 250,000 360,000

 ２ 長期借入金 173,278 48,744 110,940

 ３ 預り保証金 450,244 358,031 426,827

 ４ 繰延税金負債 2,292,679 1,984,671 2,111,467

 ５ 退職給付引当金 300,677 330,627 317,459

 ６ 役員退職慰労引当金 635,445 376,381 350,137

 ７ その他 185,315 91,655 191,823

    固定負債合計 4,137,642 8.8 3,440,112 6.0 3,868,656 6.7

    負債合計 17,894,827 37.8 17,970,698 31.6 17,585,816 30.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,486,520 5.2 2,486,520 4.4 2,486,520 4.3

 ２ 資本剰余金 5,437,230 11.5 18,300,307 32.2 18,349,719 32.0

 ３ 利益剰余金 18,481,213 39.0 18,532,150 32.6 19,013,290 33.0

 ４ 自己株式 △695,784 △1.5 △1,054,096 △1.9 △884,916 △1.5

   株主資本合計 25,709,180 54.2 38,264,881 67.3 38,964,613 67.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

1,410,612 3.0 1,217,455 2.1 1,525,410 2.7

 ２ 繰延ヘッジ損益 24,661 0.1 △25,373 △0.0 △308 △0.0

 ３ 土地再評価差額金 △611,816 △1.3 △614,198 △1.1 △611,816 △1.1

 ４ 為替換算調整勘定 △27,007 △0.1 51,219 0.1 △15,740 △0.0

   評価・換算差額等 
   合計

796,449 1.7 629,102 1.1 897,544 1.6

Ⅲ 少数株主持分 3,001,703 6.3 3,282 0.0 15,081 0.0

   純資産合計 29,507,333 62.2 38,897,266 68.4 39,877,240 69.4

   負債・純資産合計 47,402,161 100.0 56,867,964 100.0 57,463,056 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

［営業収益］ [26,191,041] [24,575,903] [54,137,849]

Ⅰ 売上高 25,218,922 100.0 23,610,300 100.0 52,216,262 100.0

Ⅱ 売上原価 14,476,260 57.4 12,913,381 54.7 29,387,367 56.3

    売上総利益 10,742,661 42.6 10,696,919 45.3 22,828,894 43.7

Ⅲ その他の営業収入 972,118 3.9 965,603 4.1 1,921,587 3.7

    営業総利益 11,714,780 46.5 11,662,522 49.4 24,750,482 47.4

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１ 10,557,773 41.9 10,944,904 46.4 22,478,691 43.1

    営業利益 1,157,007 4.6 717,617 3.0 2,271,790 4.3

Ⅴ 営業外収益

  １ 受取利息 2,230 1,073 5,662

  ２ 受取配当金 28,100 35,076 46,145

  ３ 持分法による 
    投資利益

225,003 136,176 436,155

    ４ 固定資産 
    賃貸料収入

― 36,457 72,914

  ５ その他 149,893 405,228 1.6 36,197 244,980 1.1 160,128 721,005 1.4

Ⅵ 営業外費用

  １ 支払利息 21,962 46,348 57,464

  ２ 貸倒引当金繰入額 9,798 ― ―

  ３ その他 30,024 61,785 0.3 4,406 50,754 0.2 77,318 134,782 0.2

    経常利益 1,500,449 5.9 911,843 3.9 2,858,013 5.5

Ⅶ 特別利益

  １ 投資有価証券 
    売却益

197 ― 240

  ２ 貸倒引当金戻入額 ― ― 3,219

  ３ 役員退職慰労 
    引当金戻入額

― 197 0.0 ― ― ― 14,946 18,406 0.0

Ⅷ 特別損失

  １ 固定資産売却損 ※２ 843 39,811 1,005

  ２ 固定資産除却損 ※３ 42,396 119,821 59,405

  ３ 減損損失 ※４ 10,125 14,988 193,034

  ４ 投資有価証券 
    評価損

― 831 ―

    ５ 貸倒損失 45,317 ― 45,317

  ６ グループ再編費用 131,326 ― 251,992

  ７ 商品評価損 ※５ ― 188,734 ―

  ８ その他 ※６ 2,147 232,157 0.9 55,286 419,473 1.8 33,259 584,015 1.1

    税金等調整前中間 
    (当期)純利益

1,268,490 5.0 492,370 2.1 2,292,404 4.4

    法人税、住民税 
    及び事業税

400,233 312,664 1,261,363

    過年度法人税、 
    住民税及び 
    事業税

― 80,481 ―

    法人税等調整額 838,501 1,238,734 4.9 121,464 514,610 2.2 473,406 1,734,769 3.3

    少数株主利益 167,808 0.7 95 0.0 163,611 0.3

    中間純損失(△) 
    又は当期純利益

△138,053 △0.6 △22,335 △0.1 394,023 0.8



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

 
  

 
（注) 平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日残高（千円） 2,486,520 5,437,230 19,057,863 △674,800 26,306,814

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △298,253 △298,253

 役員賞与金（注） △48,869 △48,869

 中間純損失（△） △138,053 △138,053

 自己株式の処分 65 65

 新規連結に伴う利益の減少 △91,474 △91,474

 自己株式の取得 △21,049 △21,049

 株主資本以外の項目の中間連結  
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円）

― ― △576,650 △20,983 △597,633

平成18年８月31日残高（千円） 2,486,520 5,437,230 18,481,213 △695,784 25,709,180

評価・換算差額等
少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残高（千円） 1,377,568 ― △614,198 △12,164 751,206 3,043,686 30,101,706

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △298,253

 役員賞与金（注） △48,869

 中間純損失（△） △138,053

 自己株式の処分 65

 新規連結に伴う利益の減少 △91,474

 自己株式の取得 △21,049

 株主資本以外の項目の中間連結  
 会計期間中の変動額(純額)

33,043 24,661 2,381 △14,843 45,243 △41,982 3,261

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円）

33,043 24,661 2,381 △14,843 45,243 △41,982 △594,372

平成18年８月31日残高（千円） 1,410,612 24,661 △611,816 △27,007 796,449 3,001,703 29,507,333



当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高（千円） 2,486,520 18,349,719 19,013,290 △884,916 38,964,613

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △458,803 △458,803

 中間純損失（△） △22,335 △22,335

 自己株式の処分 △25 181 155

 子会社保有の親会社株式売却に 
 かかる法人税等の振替

△49,386 △49,386

 自己株式の取得 △169,361 △169,361

 株主資本以外の項目の中間連結  
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円）

― △49,412 △481,139 △169,179 △699,731

平成19年８月31日残高（千円） 2,486,520 18,300,307 18,532,150 △1,054,096 38,264,881

評価・換算差額等
少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高（千円） 1,525,410 △308 △611,816 △15,740 897,544 15,081 39,877,240

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △458,803

  中間純損失（△） △22,335

 自己株式の処分 155

 子会社保有の親会社株式売却に 
 かかる法人税等の振替

△49,386

 自己株式の取得 △169,361

 株主資本以外の項目の中間連結  
 会計期間中の変動額(純額)

△307,955 △25,065 △2,381 66,959 △268,442 △11,799 △280,242

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円）

△307,955 △25,065 △2,381 66,959 △268,442 △11,799 △979,974

平成19年８月31日残高（千円） 1,217,455 △25,373 △614,198 51,219 629,102 3,282 38,897,266



前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

 
  

 
（注) 平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日残高（千円） 2,486,520 5,437,230 19,057,863 △674,800 26,306,814

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △298,253 △298,253

 役員賞与金（注） △48,869 △48,869

 当期純利益 394,023 394,023

 自己株式の処分 2 61 64

 新規連結に伴う利益の減少 △91,474 △91,474

 自己株式の取得 △210,177 △210,177

 株式交換による変動額 12,912,485 12,912,485

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
（千円）

― 12,912,488 △44,573 △210,115 12,657,799

平成19年２月28日残高（千円） 2,486,520 18,349,719 19,013,290 △884,916 38,964,613

評価・換算差額等
少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残高（千円） 1,377,568 ― △614,198 △12,164 751,206 3,043,686 30,101,706

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △298,253

  役員賞与金 △48,869

 当期純利益 394,023

 自己株式の処分 64

 新規連結に伴う利益の減少 △91,474

 自己株式の取得 △210,177

  株式交換による変動額 12,912,485

 株主資本以外の項目の連結  
 会計年度中の変動額(純額)

147,841 △308 2,381 △3,576 146,338 △3,028,604 △2,882,265

連結会計年度中の変動額合計 
（千円）

147,841 △308 2,381 △3,576 146,338 △3,028,604 9,775,533

平成19年２月28日残高（千円） 1,525,410 △308 △611,816 △15,740 897,544 15,081 39,877,240



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間(当期)純利益 1,268,490 492,370 2,292,404

減価償却費 325,121 302,456 660,725

減損損失 10,125 14,988 193,034

連結調整勘定償却額 79,778 ― 429,780

のれん償却額 ― 323,490 ―

貸倒引当金の増減額(減少:△) 1,764 28,099 △43,863

賞与引当金の減少額 △125,671 △70,586 △9,740

退職給付引当金の増減額(減少:△) △64,017 12,898 △110,438

その他引当金の増減額(減少:△) 19,476 14,170 △700,051

受取利息及び受取配当金 △30,330 △36,149 △51,807

支払利息 21,962 46,348 57,464

為替差損益(益:△) 259 18,387 △2,648

持分法による投資利益 △225,003 △136,176 △436,155

固定資産除却損 42,396 119,821 59,405

固定資産売却損 843 39,811 1,005

出資金評価損 ― ― 3,000

投資有価証券売却損益(益:△) △197 ― 114

投資有価証券評価損 ― 831 ―

売上債権の増減額(増加:△) △887,082 △16,291 256,028

たな卸資産の増減額(増加:△) △655,297 460,745 △714,946

仕入債務の減少額 △70,817 △587,364 △1,195,299

未払消費税等の増減額(減少:△) △15,581 52,584 14,931

その他資産の増減額(増加:△) 7,578 △27,623 359,937

その他負債の増減額(減少:△) 266,343 △562,843 △145,987

役員賞与支払額 △61,050 △49,300 △61,050

小計 △90,906 440,668 855,844

利息及び配当金の受取額 83,927 85,443 159,461

利息の支払額 △22,472 △45,955 △57,057

法人税等の支払額 △629,446 △844,111 △971,140

営業活動によるキャッシュ・フロー △658,898 △363,954 △12,891



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出 △234,655 △45,484 △324,111

有形固定資産等の売却による収入 9,985 9,849 9,985

無形固定資産の取得による支出 △116,173 △72,462 △239,771

無形固定資産の売却による収入 464 33 464

投資有価証券の取得による支出 △109,516 △187,265 △767,225

投資有価証券の売却による収入 5,750 ― 7,000

連結子会社株式の取得による支出 △100,894 △10,948 △100,894

連結子会社株式の売却による収入 712 ― 712

新規連結子会社の取得による支出 ― ― △222,394

長期前払費用にかかる支出 △14,933 △12,598 △31,005

長期貸付による支出 ― ― △10,600

長期貸付金の回収による収入 6,074 6,619 17,461

その他投資にかかる支出 △41,975 △150,856 △49,156

その他投資の回収による収入 227,408 115,871 256,206

投資活動によるキャッシュ・フロー △367,754 △347,241 △1,453,328

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加額 1,633,000 2,025,569 2,270,846

長期借入金の返済による支出 △181,671 △117,619 △559,348

社債の償還による支出 ― △20,000 ―

預り担保金返却による支出 △128,872 ― △128,872

自己株式の売却による収入 ― 155 64

自己株式の取得による支出 △21,049 △185,925 △22,202

配当金の支払額 △298,253 △458,803 △298,253

少数株主への配当金の支払額 △106,205 △230 △106,205

財務活動によるキャッシュ・フロー 896,947 1,243,146 1,156,029

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △913 2,068 775

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

    増減額(減少:△)
△130,618 534,018 △309,416

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 977,709 682,481 977,709

Ⅶ 新規連結に伴う現金 

  及び現金同等物の増加額
14,187 ― 14,187

Ⅷ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高
※１ 861,279 1,216,499 682,481



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

 子会社はすべて連結され

ております。 

(1) 連結子会社の数 14社 

 連結子会社名 ㈱エフ・

ディ・シィ・プロダクツ、

㈱アージュ、㈱アロック

ス、㈱吉武、㈱アスコッ

ト、亜士泰香港有限公司、

AS'TY VIETNAM INC.、フラ

ッグス㈱、ラ シェール

㈱、上海亜士泰時装有限公

司、㈱上田靴下、サムズ・

クロス㈱、㈱クイックス、

㈱ホアキン・ベラオ・ジャ

パン 

 ㈱ホアキン・ベラオ・ジ

ャパンにつきましては、重

要性が増したため、当中間

連結会計期間より新たに連

結子会社に含めておりま

す。

 連結子会社は、㈱エフ・

ディ・シィ・プロダクツ、

㈱アスティ、㈱アージュ、

㈱アロックス、フラッグス

㈱、亜士泰香港有限公司、

AS'TY VIETNAM INC.、㈱ア

スコット、ラ シェール

㈱、上海亜士泰時装有限公

司、㈱上田靴下、サムズ・

クロス㈱、㈱吉武、㈱クイ

ックス、㈱ホアキン・ベラ

オ・ジャパン、㈱メイ、㈱

フロンティアの17社であり

ます。 

 ㈱フロンティアは、㈱エ

フ・ディ・シィ・プロダク

ツが新たに設立いたしまし

た。

 連結子会社は、㈱エフ・

ディ・シィ・プロダクツ、

㈱アスティ、㈱アージュ、

㈱アロックス、フラッグス

㈱、亜士泰香港有限公司、

AS'TY VIETNAM INC.、㈱ア

スコット、ラ シェール

㈱、上海亜士泰時装有限公

司、㈱上田靴下、サムズ・

クロス㈱、㈱吉武、㈱クイ

ックス、㈱ホアキン・ベラ

オ・ジャパン、㈱メイの16

社であります。 

 ㈱ホアキン・ベラオ・ジ

ャパンにつきましては、重

要性が増したため、当連結

会計年度より新たに連結子

会社に含めております。 

 ㈱メイにつきましては、

㈱アージュが新たに株式を

取得したことから、当連結

会計年度より連結子会社に

含めております。 

 ㈱アスティは会社分割に

より、連結子会社となりま

した。

２ 持分法の適用に関

する事項

(1) 持分法適用の非連結子

会社はありません。

(1)    同左 (1)    同左

(2) 持分法適用の関連会社

は㈱フジの１社でありま

す。

(2)    同左 (2)    同左

(3) 持分法非適用会社につ

いて持分法を適用しない

理由

  持分法を適用していな

い関連会社（㈱エムツー

システムズ、㈱リブライ

ト）は、それぞれ中間連

結純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体として

も重要性がないため、持

分法の適用から除外して

おります。

(3) 持分法非適用会社につ

いて持分法を適用しない

理由

同左

(3) 持分法非適用会社につ

いて持分法を適用しない

理由

  持分法を適用していな

い関連会社（㈱エムツー

システムズ、㈱リブライ

ト）は、それぞれ連結純

損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても

重要性がないため、持分

法の適用から除外してお

ります。



 
  

項目

前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日)

前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日)

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項

 連結子会社のうち、亜士

泰 香 港 有 限 公 司、

AS'TY VIETNAM INC. 、上

海亜士泰時装有限公司の中

間決算日は６月末日であり

ます。中間連結財務諸表の

作成にあたっては同日現在

の財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連

結上必要な調整をおこなっ

ております。

同左  連結子会社のうち、亜士

泰 香 港 有 限 公 司、

AS'TY VIETNAM INC. 、上

海亜士泰時装有限公司の決

算日は12月末日でありま

す。連結財務諸表の作成に

あたっては同日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な

調整をおこなっておりま

す。

４ 会計処理基準に関

する事項

  当社及び連結子会社

は、ほぼ同一の会計処理

基準によっております。 

(1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    中間連結会計期間

末日の市場価格等に

基づく時価法（評価

差額は、全部純資産

直入法により処理

し、売却原価は、移

動平均法により算

定）によっておりま

す。

  当社及び連結子会社

は、ほぼ同一の会計処理

基準によっております。 

(1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

  当社及び連結子会社

は、ほぼ同一の会計処理

基準によっております。 

(1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    決算期末日の市場

価格等に基づく時価

法（評価差額は、全

部純資産直入法によ

り処理し、売却原価

は、移動平均法によ

り算定）によってお

ります。

   時価のないもの

    移動平均法による

原価法によっており

ます。

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

 デリバティブ

  時価法によっておりま

す。

 デリバティブ

同左

 デリバティブ

同左

 たな卸資産

  終仕入原価法による

原価基準によっておりま

す。

  なお、連結子会社は主

として総平均法または個

別原価法による原価法に

よっております。

 たな卸資産

  総平均法による原価法

及び低価法、 終仕入原

価法による原価法、個別

原価法による原価法によ

っております。

 たな卸資産

     同左

  



項目

前中間連結会計期間

(自 平成18年３月１日

  至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日

   至 平成19年８月31日)

前連結会計年度

(自 平成18年３月１日

   至 平成19年２月28日)

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 有形固定資産

    建物(附属設備除く)

    主として定額法によ

っております。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 有形固定資産

   建物(附属設備除く)

     同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

  有形固定資産

    建物(附属設備除く)

     同左

  その他

   主として定率法によ

っております。

  その他

   定率法によっており

ます。

  その他

   主として定率法によ

っております。

  採用している耐用年数

は以下のとおりでありま

す。

   建物   ４～50年 

   その他  ３～60年

     同左      同左

(会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30

日 政令第83号))に伴

い、平成19年４月１日以

降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更して

おります。 

 なお、この変更に伴う

当中間連結会計期間の損

益に与える影響は軽微で

あります。

 無形固定資産

  定額法によっておりま

す。

   ただし、ソフトウェア

(自社利用分)について

は、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

 無形固定資産 
同左

 無形固定資産
同左



項目

前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日)

前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日)

(3) 重要な引当金の計上基

準

  貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

については、個別に回収

可能性を検討して回収不

能見込額を計上しており

ます。

(3) 重要な引当金の計上基

準

  貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

  貸倒引当金

同左

  賞与引当金
  従業員に支給する賞与
に備えるものであって支
給見込額を基準として、
当中間連結会計期間の負
担すべき額を計上してお
ります。

 賞与引当金

同左

 賞与引当金
 従業員に支給する賞与
に備えるものであって支
給見込額を基準として、
当連結会計年度の負担す
べき額を計上しておりま
す。

 役員賞与引当金
  役員に対して支給する
賞与の支出に充てるた
め、当連結会計年度にお
ける支給見込額に基づ
き、当中間連結会計期間
に見合う額を計上してお
ります。

（会計方針の変更）
    当中間連結会計期間よ
り「役員賞与に関する会
計基準」（企業会計基準
第４号 平成17年11月29
日）を適用しておりま
す。  
 なお、この変更によ
り、営業利益、経常利益
及び税金等調整前中間純
利益が34,220千円減少し
ております。 
 なお、セグメントに与
える影響につきましては
同額、営業利益が減少し
ておりますが事業別のセ
グメントを変更しており
ますので前年比較は行っ
ておりません。

 役員賞与引当金
 役員に対して支給する
賞与の支出に充てるた
め、当連結会計年度にお
ける支給見込額に基づ
き、当中間連結会計期間
に見合う額を計上してお
ります。

 役員賞与引当金
 役員に対して支給する
賞与の支出に充てるた
め、当連結会計年度にお
ける支給見込額に基づ
き、当連結会計年度に見
合う額を計上しておりま
す。

（会計方針の変更）
   当連結会計年度より
「役員賞与に関する会計
基準」（企業会計基準第
４号 平成17年11月29
日）を適用しておりま
す。  
 なお、この変更によ
り、営業利益、経常利益
及び税金等調整前当期純
利益が49,300千円減少し
ております。 
 なお、セグメントに与
える影響につきましては
同額営業利益が減少して
おりますが事業別のセグ
メントを変更しておりま
すので前年比較は行って
おりません。

 退職給付引当金
  従業員の将来の退職給
付に備えるため、当連結
会計期間末における退職
給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間
連結会計期間末に発生し
ていると認められる額を
計上しております。

  また、数理計算上の差
異は、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（10年）
による定額法により、翌
連結会計年度から費用処
理することとしておりま
す。

 退職給付引当金

同左

 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備
えるため、当連結会計年
度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額
に基づき、当連結会計年
度末において発生してい
ると認められる額を計上
しております。
 また、数理計算上の差
異は、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（10年）
による定額法により、翌
連結会計年度から費用処
理することとしておりま
す。



 
  

項目

前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日)

前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日)

 役員退職慰労引当金
  役員の退職慰労金の支
払に備えて、内規に基づ
く中間連結会計期間末要
支給額を計上することと
しております。

 役員退職慰労引当金

同左

 役員退職慰労引当金
 役員の退職慰労金の支
払に備えて、内規に基づ
く期末要支給額を計上す
ることとしております。

(4)  重要なリース取引の

処理方法
  リース物件の所有権が
借主に移転すると認めら
れるもの以外のファイナ
ンス・リース取引につい
ては通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処
理によっております。

(4)  重要なリース取引の

処理方法 

   同左

(4)  重要なリース取引の

処理方法 

   同左

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

 ヘッジ会計の方法

  為替予約取引について

は、繰延ヘッジ処理によ

っております。

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

 ヘッジ会計の方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

 ヘッジ会計の方法

同左

 ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ 
手段)

(ヘッジ 
対象)

為替予約 
取引

外貨建 
予定取引

 ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ヘッジ方針

  外貨建取引の為替相場

の変動リスクを回避する

目的で為替予約取引を行

っております。利用にあ

たっては実需に基づく取

引に限定し、売買差益の

獲得等を目的とする投機

的取引は行わない方針で

あります。

 ヘッジ方針

同左

 ヘッジ方針

同左

(6) 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっております。

(6) 消費税等の会計処理

同左

(6) 消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、要求払預金及び

取得日から３ヵ月以内に満

期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっ

ております。

同左  手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヵ月以内に

満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっ

ております。



会計処理方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

１ 当中間連結会計期間より、連結

子会社３社（㈱エフ・ディ・シィ・

プロダクツ、フラッグス㈱、㈱ホア

キン・ベラオ・ジャパン）は、従来

百貨店等の売上仕入契約を採用して

いる売上高につきましては、店頭小

売価格から歩率家賃を控除した金額

を計上しておりましたが、小売価格

を売上高として計上し、歩率家賃を

販売費及び一般管理費に計上する方

法に変更しております。 

 この変更は、小売事業の拡大及び

業態の多様化による競争激化の中

で、取引実態に即した会計処理を行

うことにより、店頭売上高とそれに

対応する販売経費を的確に捉え、区

分損益をより適正に表示するために

行ったものであります。 

 この変更により、従来の方法と比

べて、売上高、売上総利益及び販売

費及び一般管理費がそれぞれ、

2,398,046千円増加しております。 

 なお、営業利益以下の項目に影響

はありません。 

 また、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

 

―――
１ 当連結会計年度より、連結子会

社３社（㈱エフ・ディ・シィ・プロ

ダクツ、フラッグス㈱、㈱ホアキ

ン・ベラオ・ジャパン）は、従来百

貨店等の売上仕入契約を採用してい

る売上高につきましては、店頭小売

価格から歩率家賃を控除した金額を

計上しておりましたが、小売価格を

売上高として計上し、歩率家賃を販

売費及び一般管理費に計上する方法

に変更しております。 

 この変更は、小売事業の拡大及び

業態の多様化による競争激化の中

で、取引実態に即した会計処理を行

うことにより、店頭売上高とそれに

対応する販売経費を的確に捉え、区

分損益をより適正に表示するために

行ったものであります。 

この変更により、従来の方法と比べ

て、売上高、売上総利益及び販売費

及 び 一 般 管 理 費 が そ れ ぞ れ、

5,284,679千円増加しております。 

 なお、営業利益以下の項目に影響

はありません。 

 また、セグメント情報に与える影

響につきましては、事業別のセグメ

ントを変更しておりますので前年比

較は行っておりません。

２ 貸借対照表の純資産の部の表示 

 に関する会計基準

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する適用指

針」（企業会計適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しておりま

す。  

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は26,480,968千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間末に

おける中間連結貸借対照表の純資産

の部につきましては、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成してお

ります。

 

―――
２ 貸借対照表の純資産の部の表示 

 に関する会計基準

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する適用指針」

（企業会計適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は39,862,466千円であります。



次へ 

表示方法の変更 

   

前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日)

 

―――
 中間連結財務諸表規則の改正による中間連結財務諸

表の表示に関する変更は以下のとおりであります。 

（中間連結貸借対照表） 

 「営業権」及び「連結調整勘定」は、当中間連結会

計期間から「のれん」として表示しております。 

（中間連結損益計算書） 

 営業外収益の「その他」に含めておりました「固定

資産賃貸料収入」(前中間会計期間37,081千円)につい

ては、重要性が増したため、前連結会計年度より区分

掲記しております。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 「連結調整勘定償却額」及び「その他資産の増減

額」に含めておりました「営業権償却額」は、当中間

連結会計期間から「のれん償却額」として表示してお

ります。なお、前中間連結会計期間の「その他資産の

増減額」に含まれておりました「営業権償却額」は

26,700千円であります。



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

 
  

（中間連結損益計算書関係） 

項目 前中間連結会計期間末 
(平成18年８月31日現在)

当中間連結会計期間末
(平成19年８月31日現在)

前連結会計年度 
(平成19年２月28日現在)

※１ 有形固定資産

の減価償却累計

額

9,922,294千円 10,077,606千円 10,295,756千円

※２ 担保資産 投資 
有価証券

78,705千円
投資
有価証券

79,155千円
投資
有価証券

1,145,775千円

 

 上記に対応する債務は次

のとおりであります。

買掛金 2,091千円
 

 上記に対応する債務は次

のとおりであります。

買掛金 2,174千円

 上記に対応する債務は次

のとおりであります。
短期
借入金

874,840千円

買掛金 4,834

計 879,675

※３ 貸付有価証券  投資有価証券には、貸付

有価証券が949,830千円含

まれております。

―――           ―――

※４ 偶発債務  債権流動化による 

 手形譲渡高

275,288千円

 債権流動化による 

 売掛債権譲渡高

383,225千円

 債権流動化による 

 手形譲渡高

199,027千円

 債権流動化による 

 売掛債権譲渡高

303,991千円

 債権流動化による 

 手形譲渡高

448,732千円

 債権流動化による 

 売掛債権譲渡高

359,904千円

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

※１ 販売費及び一般

管理費のうち主要

な費目及び金額

荷造費及び 
運賃

368,403千円

広告宣伝費 535,539

給与手当 2,558,538

従業員賞与 115,868
賞与引当金 
繰入額

315,189

役員賞与引
当金繰入額

34,220

退職給付
費用

25,466

役員退職
慰労引当金 
繰入額

18,317

業務委託費 391,242

消耗品費 108,299

借地借家料 3,206,853

水道光熱費 132,275
貸倒引当金 
繰入額

28,319

減価償却費 289,644
連結調整勘
定償却額

79,778

荷造費及び
運賃

437,840千円

広告宣伝費 443,854

給与手当 2,665,466

従業員賞与 128,371
賞与引当金
繰入額

314,996

役員賞与引
当金繰入額

35,226

退職給付
費用

△12,269

役員退職
慰労引当金
繰入額

36,824

業務委託費 428,289

消耗品費 133,451

借地借家料 3,294,594

水道光熱費 143,520
貸倒引当金
繰入額

53,371

減価償却費 282,195
のれん
償却額

323,490

 

荷造費及び 
運賃

1,008,813千円

広告宣伝費 1,342,724

給料手当 5,266,271

従業員賞与 314,030
賞与引当金 
繰入額

554,742

退職給付
費用

32,366

役員退職
慰労引当金 
繰入額

39,355

業務委託費 678,143

消耗品費 227,264

借地借家料 7,121,340

水道光熱費 276,373

減価償却費 599,354
連結調整勘
定償却額

429,780

※２ 固定資産売却損

 

建物 618千円

その他 225

計 843
 

建物 ―千円

その他 39,811

計 39,811

 

建物及び 

構築物 843千円

その他 161

計 1,005

※３ 固定資産除却損 建物及び
構築物

29,636千円

その他 12,760

計 42,396

建物及び
構築物

58,679千円

その他 61,141

計 119,821

建物及び
構築物

30,679千円

その他 28,726

計 59,405



次へ 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

※４ 減損損失

 

 当中間連結会計期間にお

いて当社グループは、以下

の資産グループについて減

損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

広島市 
中区

店舗
建物付 
属設備

1,022

広島市  
安佐北区

店舗
建物付 
属設備

1,140

兵庫県 
加古川市

店舗
建物付 
属設備

2,345

広島市  
安佐北区

店舗
無形固 
定資産

2,158

兵庫県  

加古川市
店舗

無形固 
定資産

2,835

その他 店舗 その他 622

合計 10,125

当社グループは、事業の種

類別セグメントを基礎と

し、ブランド事業及びリテ

ール事業における店舗につ

いては個々の店舗ごとに、

ディベロッパー事業につい

ては個々の賃貸資産毎に、

グルーピングしておりま

す。 

 このうち、営業活動から

生じる損益が継続してマイ

ナスであり、また、今後も

その見込みである店舗につ

いては帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額

を減損損失（10,125千円）

として特別損失に計上しま

した。 

 なお、使用価値について

は、将来キャッシュフロー

を4.5%で割引いて算定され

た価額を用いております。

 

 当中間連結会計期間にお

いて当社グループは、以下

の資産グループについて減

損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

和歌山県
和歌山市

店舗
建物 

その他
3,250

岡山県 
笠岡市

店舗
建物 

その他
1,899

兵庫県 
西宮市

店舗
建物 

その他
5,102

福岡県 

久留米市
店舗 その他 3,542

広島県 
福山市

その他 その他 1,191

合計 14,988

当社グループは、事業の種

類別セグメントを基礎と

し、ブランド事業及びリテ

ール事業における店舗につ

いては個々の店舗ごとに、

ディベロッパー事業につい

ては個々の賃貸資産毎に、

グルーピングしておりま

す。 

 このうち、営業活動から

生じる損益が継続してマイ

ナスであり、また、今後も

その見込みである店舗につ

いては帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額

を減損損失（14,988千円）

として特別損失に計上しま

した。 

 なお、当該資産の回収可

能額は正味売却価格につい

ては「不動産鑑定評価基

準」に基づいて算定された

価額で、使用価値について

は、将来キャッシュフロー

を4.5%で割引いて算定され

た価額を用いております。

 

 当連結会計期間において

当社グループは、以下の資

産グループについて減損損

失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

東京都 
中央区

店舗
建物 

その他
50,198

大阪市 
北区

店舗
建物 

その他
31,674

千葉市 
中央区

店舗
建物 

その他
12,726

その他 その他
建物 

その他
98,434

合計 193,034

当社グループは、事業の種

類別セグメントを基礎と

し、ブランド事業及びリテ

ール事業における店舗につ

いては個々の店舗ごとに、

ディベロッパー事業につい

ては個々の賃貸資産毎に、

グルーピングしておりま

す。 

 このうち、営業活動から

生じる損益が継続してマイ

ナスであり、また、今後も

その見込みである店舗につ

いては帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額

を 減 損 損 失（193,034 千

円）として特別損失に計上

しました。 

 なお、当該資産の回収可

能額は正味売却価格につい

ては「不動産鑑定評価基

準」に基づいて算定された

価額で、使用価値について

は、将来キャッシュフロー

を4.5%で割引いて算定され

た価額を用いております。

※５ 商品評価損 ―――  ブランド事業におけるウ

ェア小売事業からの撤退に

伴うものであります。

―――

※６ 特別損失その他

の内訳

―――

 

リース
解約損

38,326千円

退店違約金 7,007
ゴルフ会員権
評価損

6,700

その他 3,252

計 55,286

―――

 ７ 税効果会計関係  中間連結会計期間に係る

納付税額及び法人税等調整

額は、提出会社の当期にお

いて予定している圧縮積立

金の取崩しを前提として当

中間連結会計期間に係る金

額を計算しております。

 中間連結会計期間に係る

納付税額及び法人税等調整

額は、㈱アスティの当期に

おいて予定している圧縮積

立金の取崩しを前提として

当中間連結会計期間に係る

金額を計算しております。

―――



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 
  

前中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

 １ 発行済株式に関する事項 

 
  

 ２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

  増加数の内訳の主なものは、次のとおりであります。 

   取締役会決議に基づく自己株式の買付 20千株 

 ３ 配当に関する事項 

配当金支払額 

 
  

当中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

 １ 発行済株式に関する事項 

 
  

 ２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

  増加数の内訳の主なものは、次のとおりであります。 

   取締役会決議に基づく自己株式の買付 82千株 

 ３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後と

なるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（千株） 19,906 ― ― 19,906

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（千株） 772 20 ― 792

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年５月25日
定時株主総会

普通株式 298,253 15.0 平成18年２月28日 平成18年５月26日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（千株） 30,631 ― ― 30,631

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（千株） 1,321 89 0 1,410

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日
定時株主総会

普通株式 458,803 15.0 平成19年２月28日 平成19年５月25日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年10月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 303,583 10.0 平成19年８月31日 平成19年11月16日



前連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

 １ 発行済株式に関する事項 

 
(注)発行済株式数の増加は株式交換によるものであります。 

  

 ２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳の主なものは、持分法適用会社が取得した自己株式(当社株式)の当社帰属分380千株、連結子会社に

株式交換により割当交付した自己株式(当社株式)145千株、取締役会決議による自己株式の買付による増加20千株で

あります。 

  

 ３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計期間後となるもの

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 19,906 10,724 ― 30,631

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 772 549 0 1,321

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年５月25日
定時株主総会

普通株式 298,253 15.0 平成18年２月28日 平成18年５月26日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 458,803 15.0 平成19年２月28日 平成19年５月25日



前へ   次へ 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

(平成18年８月31日現在)

  現金及び現金同等物の中間期末

残高と、中間連結貸借対照表に掲

記されている現金及び預金勘定の

中間期末残高は、金額が一致して

おります。

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

(平成19年８月31日現在)

現金及び預金 1,030,094千円

流動資産その他 

(金銭の信託)
186,405

現金及び現金同等

物
1,216,499

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

(平成19年２月28日現在)

  現金及び現金同等物の期末残高

と、連結貸借対照表に掲記されて

いる現金及び預金勘定の期末残高

は、金額が一致しております。



（リース取引関係） 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

器具及 
び備品

車両 
運搬具

ソフト 
ウェア

計

千円

取得 
価額 
相当額

613,630 4,116 628,576 1,246,323

減価 
償却 
累計額 
相当額

362,785 754 514,216 877,756

中間期 
末残高 
相当額

250,845 3,361 114,359 368,566

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

器具及 
び備品

車両 
運搬具

ソフト 
ウェア

計

千円

取得 
価額 
相当額

588,449 4,116 653,997 1,246,562

減価 
償却 
累計額 
相当額

349,218 1,166 442,285 792,670

減損 
損失 
累計額 
相当額

18,812 ― ― 18,812

中間期 
末残高 
相当額

220,417 2,949 211,711 435,079

 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

器具及 
び備品

車両 
運搬具

ソフト 
ウェア

計

千円

取得 
価額 
相当額

648,308 4,116 647,842 1,300,267

減価 
償却 
累計額
相当額

423,573 754 564,660 988,988

期末 
残高 
相当額

224,734 3,361 83,182 311,278

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高の有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

同左   なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高の有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 210,853千円

１年超 157,713

計 368,566
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 151,843千円

１年超 302,048

計 453,891

 リース資産減損勘定中間期末残高

18,812千円

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 171,226千円

１年超 140,052

計 311,278

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高の有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。

同左   なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高の有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額

  支払リース料 119,088千円

  減価償却費相当額 119,088

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定取崩額、減価償却費相当額及

び減損損失相当額

  支払リース料 118,435千円

  リース資産減 

  損勘定取崩額
6,040

  減価償却費相当額 112,394

  減損損失相当額 24,853

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額

  支払リース料 230,320千円

  減価償却費相当額 230,320

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末(平成18年８月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

   
(注) その他有価証券で時価のある株式のうち減損処理を行ったものはありません。 

 なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、中間期末前１年間における 高値・ 安

値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸

表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年８月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

   
(注) その他有価証券で時価のある株式について、１銘柄831千円減損処理を行っております。 

 なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、中間期末前１年間における 高値・ 安

値と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸

表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

区分
取得原価 
(千円)

中間連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

 株式 2,347,437 4,309,877 1,962,440

区分
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

非上場株式 79,077

区分
取得原価 
(千円)

中間連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

 株式 3,113,124 4,680,254 1,567,129

区分
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

非上場株式 52,854



前へ 

前連結会計年度末(平成19年２月28日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 

(注) その他有価証券で時価のある株式のうち減損処理を行ったものはありません。 

 なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における 高値・ 安値

と帳簿価格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表

ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

（デリバティブ取引関係） 
  

前中間連結会計期間末(平成18年８月31日現在) 

 該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますがヘッジ会計を適用している為注記の対象から除いておりま

す。 

当中間連結会計期間末(平成19年８月31日現在) 

 該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますがヘッジ会計を適用している為注記の対象から除いておりま

す。 
  

前連結会計年度末(平成19年２月28日現在) 

 該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますがヘッジ会計を適用している為注記の対象から除いておりま

す。 

区分
取得原価 
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

 株式 3,006,260 4,986,608 1,980,348

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

非上場株式 53,326



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 
  

 
(注)  １ 売上高には、「その他の営業収入」を含んでおります。 

２ 事業区分は製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、区分しております。 
３ 「会計方針の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、連結子会社の㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ、フラッグス㈱及

び㈱ホアキン・ベラオ・ジャパンは、従来百貨店等の売上仕入契約を採用している売上高につきましては、店頭小売価格から歩
率家賃を控除した金額を計上しておりましたが、小売価格を売上高として計上し、歩率家賃を販売費及び一般管理費に計上する
方法に変更しております。 
 この変更により、従来の方法と比べて、売上高がブランド事業において2,323,811千円、リテール事業において74,234千円増加
しておりますが、それぞれ同額、営業費用が増加しておりますので営業利益に与える影響はありません。 

４ 各事業の主要な製品等 
 (1) ブランド事業………………ジュエリー、バッグ、婦人服等の企画・製造・販売 
 (2) アパレルメーカー事業……バッグ、紳士、婦人、ベビー、靴下、玩具等の企画・製造・販売及びＯＥＭ 
 (3) リテール事業………………紳士服、婦人服、子供服、実用(肌着・靴下等)、服飾品、寝装品、和装品、 

                         その他の販売及び飲食業 
 (4) ホールセール事業…………紳士服、婦人服、子供服、実用(肌着・靴下等)、服飾品、寝装品、 その他の卸売  
 (5) ディベロッパー事業………複合ビルテナント料、その他 
５ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(489,259千円)の主なものは、親会社本社の業務部門と管理部門に 
  かかる費用であります。 

６ 事業の種類別セグメントの変更及び名称の変更  
従来の「アパレル製造卸売事業」「ジュエリー等小売事業」は、当中間連結会計期間より事業区分を細分化し「ブランド事業」
「アパレルメーカー事業」「リテール事業」「ホールセール事業」に再編成しました。併せて「不動産賃貸事業」は名称を「デ
ィベロッパー事業」へ変更しました。これは共同持株会社方式への移行に伴い、従来の事業の種類別セグメントの市場構造の変
化、今後の事業展開、経営資源の配分等の観点から見直しを行い、事業の実態をより的確に反映させるために行ったものであり
ます。 

   なお、事業の種類別セグメントを従来の方法で表現すると以下のとおりであります。 

 
（注）新しい方法を適用した場合、内部売上高が380,751千円、内部費用が70,988千円、又内部営業利益が309,764千円増加しておりますが、 

それぞれ同額、消去額が増加しておりますので連結消去後の数値に変化はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

ブランド 
事業 
(千円)

アパレル
メーカー事業

(千円)

リテール
事業 
(千円)

ホールセール
事業 
(千円)

ディベロッパー 
事業 
(千円)

計 
(千円)

売上高及び営業損益

売上高
(1) 外部顧客に対する

売上高
10,135,392 7,866,482 3,908,050 3,309,176 971,938 26,191,041

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替
高

84,694 644,459 101,251 496,713 17,553 1,344,671

計 10,220,087 8,510,941 4,009,301 3,805,890 989,491 27,535,712

営業費用 9,204,945 8,433,253 3,925,122 3,739,200 467,259 25,769,781

営業利益 1,015,142 77,688 84,179 66,689 522,232 1,765,931

消去
又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高及び営業損益

売上高
(1) 外部顧客に対する 
  売上高

― 26,191,041

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替 
  高

(1,344,671) ―

計 (1,344,671) 26,191,041

営業費用 (735,747) 25,034,034

営業利益 (608,924) 1,157,007

前中間連結会計期間

 (自 平成18年３月１日
 至 平成18年８月31日)

アパレル製造 
卸売事業 
(千円)

ジュエリー等 
小売事業 
(千円)

不動産 
賃貸事業 
(千円)

計 
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

12,011,530 13,207,572 971,938 26,191,041 ― 26,191,041

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

932,324 14,043 17,553 963,920 (963,920) ―

計 12,943,854 13,221,615 989,491 27,154,961 (963,920) 26,191,041

営業費用 12,701,227 12,530,306 467,259 25,698,793 (664,759) 25,034,034

営業利益 242,627 691,308 522,232 1,456,168 (299,160) 1,157,007



 
(注)  １ 売上高には、「その他の営業収入」を含んでおります。 

２ 事業区分は製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、区分しております。 

３ 各事業の主要な製品等 

 (1) ブランド事業………………ジュエリー、バッグ、婦人服等の企画・製造・販売 

 (2) アパレルメーカー事業……バッグ、紳士、婦人、ベビー、靴下、玩具等の企画・製造・販売及びＯＥＭ 

 (3) リテール事業………………紳士服、婦人服、子供服、実用(肌着・靴下等)、服飾品、寝装品、和装品、 

                         その他の販売及び飲食業 

 (4) ホールセール事業…………紳士服、婦人服、子供服、実用(肌着・靴下等)、服飾品、寝装品、 その他の卸売  

 (5) ディベロッパー事業………複合ビルテナント料、その他 

４ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(186,040千円)は、親会社にかかる費用であります。 

  

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

ブランド 
事業 
(千円)

アパレル
メーカー事業

(千円)

リテール
事業 
(千円)

ホールセール
事業 
(千円)

ディベロッパー 
事業 
(千円)

計 
(千円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

9,825,091 6,364,043 5,396,730 2,025,663 964,374 24,575,903

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替
高

42,492 597,965 116,463 442,696 83,473 1,283,092

計 9,867,584 6,962,009 5,513,194 2,468,360 1,047,847 25,858,995

営業費用 9,106,998 7,184,721 5,529,900 2,481,524 650,969 24,954,114

営業利益 760,585 △222,711 △16,706 △13,164 396,878 904,881

消去
又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

― 24,575,903

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替 
  高

(1,283,092) ―

計 (1,283,092) 24,575,903

営業費用 (1,095,828) 23,858,285

営業利益 (187,263) 717,617



 
(注)  １ 売上高には、「その他の営業収入」を含んでおります。 

２ 事業区分は製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、区分しております。 
３ 「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、連結子会社の㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ、フラッグス㈱及び㈱

ホアキン・ベラオ・ジャパンは、従来百貨店等の売上仕入契約を採用している売上高につきましては、店頭小売価格から歩率家
賃を控除した金額を計上しておりましたが、小売価格を売上高として計上し、歩率家賃を販売費及び一般管理費に計上する方法
に変更しております。 
 この変更により、従来の方法と比べて、売上高がブランド事業において5,134,803千円、リテール事業において149,876千円増
加しておりますが、それぞれ同額、営業費用が増加しておりますので営業利益に与える影響はありません。 

４ 各事業の主要な製品等 

 (1) ブランド事業………………ジュエリー、バッグ、婦人服等の企画・製造・販売 

 (2) アパレルメーカー事業……バッグ、紳士、婦人、ベビー、靴下、玩具等の企画・製造・販売及びＯＥＭ 

 (3) リテール事業………………紳士服、婦人服、子供服、実用(肌着・靴下等)、服飾品、寝装品、和装品、 

                         その他の販売及び飲食業 

 (4) ホールセール事業…………紳士服、婦人服、子供服、実用(肌着・靴下等)、服飾品、寝装品、 その他の卸売  

 (5) ディベロッパー事業………複合ビルテナント料、その他 

５ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(951,725千円)の主なものは、㈱アスティの業務部門と管理部門に 

  かかる費用であります。 
６ 事業の種類別セグメントの変更及び名称の変更  

従来の「アパレル製造卸売事業」「ジュエリー等小売事業」は、当連結会計年度より事業区分を細分化し「ブランド事業」「ア
パレルメーカー事業」「リテール事業」「ホールセール事業」に再編成しました。併せて「不動産賃貸事業」は名称を「ディベ
ロッパー事業」へ変更しました。これは共同持株会社方式への移行に伴い、従来の事業の種類別セグメントの市場構造の変化、
今後の事業展開、経営資源の配分等の観点から見直しを行い、事業の実態をより的確に反映させるために行ったものでありま
す。 

   なお、事業の種類別セグメントを従来の方法で表現すると以下のとおりであります。 

 
（注）新しい方法を適用した場合、内部売上高が300,042千円、内部費用が109,030千円、また内部営業利益が191,011千円増加しております

が、それぞれ同額、消去額が増加しておりますので連結消去後の数値に変化はありません。 

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

ブランド 
事業 
(千円)

アパレル
メーカー事業

(千円)

リテール
事業 
(千円)

ホールセール
事業 
(千円)

ディベロッパー 
事業 
(千円)

計 
(千円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

22,633,908 14,625,604 8,629,227 6,369,597 1,879,511 54,137,849

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替
高

104,538 1,684,836 228,853 1,062,957 42,075 3,123,262

計 22,738,447 16,310,441 8,858,081 7,432,555 1,921,587 57,261,112

営業費用 20,341,716 16,240,208 8,810,333 7,541,085 1,057,457 53,990,801

営業利益 2,396,731 70,233 47,747 △108,530 864,129 3,270,311

消去
又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

― 54,137,849

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替 
  高

(3,123,262) ―

計 (3,123,262) 54,137,849

営業費用 (2,124,742) 51,866,059

営業利益 (998,520) 2,271,790

前連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28日)

アパレル製造 
卸売事業 
(千円)

ジュエリー等 
小売事業 
(千円)

不動産 
賃貸事業 
(千円)

計 
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

22,735,066 29,523,271 1,879,511 54,137,849 ― 54,137,849

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

2,732,652 48,492 42,075 2,823,220 (2,823,220) ―

計 25,467,718 29,571,764 1,921,587 56,961,070 (2,823,220) 54,137,849

営業費用 25,025,226 27,799,086 1,057,457 53,881,770 (2,015,711) 51,866,059

営業利益 442,492 1,772,677 864,129 3,079,299 (807,509) 2,271,790



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、その記載を省

略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、その記載を省

略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、その記載を省

略しております。 

  

   【海外売上高】 

     前中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

          海外売上高が連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

     当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

     海外売上高が連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

     前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

     海外売上高が連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

  



（１株当たり情報） 

  

 
  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
   

 
  

  

２ １株当たり中間純損失又は当期純利益 
        

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

(1) １株当たり 
  純資産額

1,386.69円

(2) １株当たり 
  中間純損失

7.22円

(1) １株当たり
  純資産額

1,331.05円

(2) １株当たり
  中間純損失

0.76円

(1) １株当たり
  純資産額

1,360.03円

(2) １株当たり
  当期純利益

16.54円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないこと及び中間純損失を計上

したため記載しておりません。

       同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

前中間連結会計期間末
(平成18年８月31日現在)

当中間連結会計期間末
(平成19年８月31日現在)

前連結会計年度末
(平成19年２月28日現在)

中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)
の純資産の部の合計額（千円）

29,507,333 38,897,266 39,877,240

普通株式に係る純資産額（千円） 26,505,630 38,893,983 39,862,158

差額の内訳 
 少数株主持分（千円）

3,001,703 3,282 15,081

普通株式の発行済株式数（株） 19,906,700 30,631,356 30,631,356

普通株式の自己株数（株） 792,333 1,410,853 1,321,563

１株当たり純資産の算定に 
用いられた普通株式の数（株）

19,114,367 29,220,503 29,309,793

前中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

中間連結損益計算書(連結損益計算書)
上の中間純損失（△）又は当期純利益
(千円)

△138,053 △22,335 394,023

普通株式に係る中間純損失（△）又は
当期純利益(千円)

△138,053 △22,335 394,023

普通株主に属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 19,126,537 29,294,035 23,826,999



（重要な後発事象） 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

 当社は、平成18年９月１日付をも

ちまして純粋持株会社へ移行しまし

た。また、商号を㈱Ｆ＆Ａアクアホ

ールディングスに変更しました。当

社は㈱アスティ（当社から会社分割

により設立しほぼ全事業を継承させ

た事業会社）、㈱エフ・ディ・シ

ィ・プロダクツ（株式交換により完

全子会社化）及び㈱アージュの

100％の株式を保有する純粋持株会

社となりました。

 

―――

 

―――

 当社（㈱Ｆ＆Ａアクアホールディ

ングス）の子会社㈱アスティは、平

成18年10月２日開催の取締役会にお

いて、その子会社であります上海亜

士泰時装有限公司を清算することを

決議いたしました。  

 上海亜士泰時装有限公司は平成15

年９月１日に設立し、平成16年１月

１日より開業、生産を開始しました

が、開業当初から厳しい経営状況が

続き、今後も改善の兆しが見られな

いため、このたび清算を行います。 

 なお、上海亜士泰時装有限公司に

おいて生産しておりました布帛商品

に関しましては、今後は他の協力工

場に専用ラインを確保し、生産して

いきたいと考えております。

 

―――

 

 

―――



 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

 当社は、平成18年10月16日開催の

取締役会において、子会社の㈱アー

ジュが㈱メイの全株式を取得するこ

と（孫会社化）を決議いたしまし

た。

 取得理由

 関東地区の駅ビル・ファッション

ビルに25店舗を展開し、ミセスをタ

ーゲットに強力な販売力をもつ㈱メ

イが当社グループに参画することに

より、既存事業との補完関係が見込

め、リテール事業の強化・拡大、グ

ループ企業価値の向上につながると

判断したためであります。

 孫会社となる会社の概要

(１) 商号     ㈱メイ 

(２) 代表者    今泉哲夫 

(３) 本社所在地  東京都渋谷区 

(４) 設立年月   昭和55年３月 

(５) 主たる事業の内容 

          婦人服小売業 

(６) 決算期    11月 

(７)  従業員数 

            (平成18年９月末現在) 

          正社員57名 

          パート37名 

(８) 資本金      30百万円 

(９) 発行済株式数   60,000株 

(10) 大株主構成及び所有割合 

         今泉哲夫(50％) 

         今泉光子(50％)

   業績の動向(平成17年11月期) 

(１) 売上高    1,939百万円 

(２) 売上総利益  1,009百万円 

(３) 経常利益     62百万円 

(４) 当期純利益      18百万円

 

―――

 

―――

 

―――

会社法第165条第２項の規定による

定款の定めに基づく自己株式の取得 

 当社は、平成19年10月30日開催の

取締役会において、会社法第165条

第３項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づ

き、自己株式を取得することを決議

いたしました。

(1)理由 ：
経営環境の変化に対応した
機動的な資本政策の遂行を
可能とするため

(2)取得する 
  株式の種類

：普通株式

(3)取得する 
  株式の数

：
300,000株 
（上限）

(4)株式取得 
  価格の総額

：
250,000千円 
（上限）

(5)自己株式 
   取得の期間

：
平成19年11月１日から 
平成20年２月22日まで

 

―――



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

前中間会計期間末

(平成18年８月31日現在)

当中間会計期間末

(平成19年８月31日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月28日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 404,604 66,706 34,579

２ 受取手形 ※５ 229,070 ― ―

３ 売掛金 ※５ 2,448,885 ― ―

４ 商品 1,234,031 ― ―

５ 関係会社短期貸付金 ― 4,178,000 2,160,000

６ 繰延税金資産 91,500 7,739 21,813

７ その他 230,938 329,691 76,144

  貸倒引当金 △32,000 ― ―

流動資産合計 4,607,032 19.0 4,582,137 14.3 2,292,537 7.7

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※１

(1) 建物 4,912,207 1,808 2,066

(2) 土地 3,213,183 ― ―

(3) その他 166,886 1,724 2,023

有形固定資産合計 8,292,277 3,532 4,089

２ 無形固定資産 150,135 ― ―

３ 投資その他の資産
  
 

(1) 投資有価証券 ※３ 4,176,939 ― ―

(2) 関係会社株式 ※２ 4,091,779 27,405,708 27,405,708

(3) 関係会社出資金 0 ― ―

(4) 関係会社 
   長期貸付金

975,701 ― ―

(5) 前払年金費用 1,803,245 ― ―

(6) 繰延税金資産 ― 3,427 ―

(7) その他 1,233,608 11,055 ―

 貸倒引当金 △828,000 ― ―

 投資損失引当金 △248,051 ― ―

  投資その他の資産 
  合計

11,205,221 27,420,190 27,405,708

固定資産合計 19,647,635 81.0 27,423,723 85.7 27,409,798 92.3

  資産合計 24,254,667 100.0 32,005,860 100.0 29,702,335 100.0



前中間会計期間末

(平成18年８月31日現在)

当中間会計期間末

(平成19年８月31日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月28日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 支払手形 705,021 ― ―

２ 買掛金 ※２ 2,481,623 ― ―

３ 短期借入金 2,825,264 6,704,000 3,884,000

４ 未払法人税等 102,591 14,417 148,906

５ 賞与引当金 97,000 3,700 3,200

６ 役員賞与引当金 14,496 6,000 ―

７ その他
※２
※４

1,334,962 25,322 171,713

流動負債合計 7,560,959 31.2 6,753,440 21.1 4,207,819 14.2

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金 48,278 22,000 34,000

２ 預り保証金 349,094 ― ―

３ 繰延税金負債 1,436,001 ― ―

４ 役員退職慰労引当金 345,686 8,180 ―

５ 長期未払金 170,403 ― ―

固定負債合計 2,349,463 9.7 30,180 0.1 34,000 0.1

   負債合計 9,910,422 40.9 6,783,620 21.2 4,241,819 14.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,486,520 10.3 2,486,520 7.8 2,486,520 8.4

 ２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 1,926,291 14,838,777 14,838,777

(2) その他 
     資本剰余金

3 △19 5

   資本剰余金合計 1,926,294 7.9 14,838,757 46.3 14,838,782 50.0

 ３ 利益剰余金

(1) 利益準備金 417,300 417,300 417,300

(2) その他 
   利益剰余金
    買換資産圧縮 
   積立金

490,928 ― ―

    固定資産圧縮 
   積立金

130,305 ― ―

    特別償却準備金 6,250 ― ―

    別途積立金 7,594,500 6,794,500 7,594,500

     繰越利益剰余金 195,777 914,081 166,586

   利益剰余金合計 8,835,061 36.4 8,125,881 25.4 8,178,386 27.5

 ４ 自己株式 △42,081 △0.2 △228,919 △0.7 △43,174 △0.2

   株主資本合計 13,205,795 54.4 25,222,239 78.8 25,460,515 85.7

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

1,117,398 4.6 ― ― ― ―

 ２ 繰延ヘッジ損益 21,051 0.1 ― ― ― ―

   評価・換算差額等 
   合計

1,138,449 4.7 ― ― ― ―

   純資産合計 14,344,244 59.1 25,222,239 78.8 25,460,515 85.7

   負債・純資産合計 24,254,667 100.0 32,005,860 100.0 29,702,335 100.0



② 【中間損益計算書】 

 
  

前中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 

  至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日 
  至 平成19年８月31日)

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 9,994,158 100.0 ― 9,994,158 100.0

Ⅱ 売上原価 8,280,915 82.9 ― 8,280,915 82.9

  売上総利益 1,713,242 17.1 ― 1,713,242 17.1

Ⅲ その他の営業収入 1,332,432 13.3 648,158 100.0 1,694,493 17.0

  営業総利益 3,045,675 30.4 648,158 100.0 3,407,735 34.1

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,624,839 26.2 197,149 30.4 2,751,108 27.5

  営業利益 420,835 4.2 451,008 69.6 656,627 6.6

Ⅴ 営業外収益 ※２ 338,126 3.4 28,210 4.3 366,490 3.6

Ⅵ 営業外費用 ※３ 51,126 0.5 37,564 5.8 75,251 0.7

  経常利益 707,836 7.1 441,653 68.1 947,866 9.5

Ⅶ 特別損失 ※４ 321,301 3.2 75 0.0 444,543 4.5

  税引前中間 

  (当期)純利益
386,534 3.9 441,578 68.1 503,323 5.0

  法人税、住民税 

  及び事業税
109,975 35,263 275,338

  過年度法人税、 

  住民税及び事業税
― △10,630 ―

  法人税等調整額 685,136 795,112 8.0 10,647 35,280 5.4 665,752 941,091 9.4

  中間純利益又は 

  中間(当期)純損失(△)
△408,577 △4.1 406,298 62.7 △437,768 △4.4



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

 
  

 
  

 
（注) 平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年２月28日残高(千円) 2,486,520 1,926,291 3 1,926,294

中間会計期間中の変動額

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― ― ―

平成18年８月31日残高(千円) 2,486,520 1,926,291 3 1,926,294

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計買換資産 
圧縮積立金

固定資産
圧縮積立金

特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年２月28日残高(千円) 417,300 514,523 202,062 8,333 7,254,500 1,171,273 9,567,992 △21,031 13,959,775

中間会計期間中の変動額

 その他利益剰余金の積立(注) 340,000 △340,000 ― ―

 その他利益剰余金の取崩(注) △23,594 △71,757 △2,083 97,435 ― ―

 剰余金の配当(注) △298,253 △298,253 △298,253

 役員賞与金(注) △26,100 △26,100 △26,100

 中間純損失(△) △408,577 △408,577 △408,577

 自己株式の取得 △21,049 △21,049

 株主資本以外の項目の中間  
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― △23,594 △71,757 △2,083 340,000 △975,495 △732,931 △21,049 △753,980

平成18年８月31日残高（千円） 417,300 490,928 130,305 6,250 7,594,500 195,777 8,835,061 △42,081 13,205,795

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残高(千円) 1,149,517 ― 1,149,517 15,109,293

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △298,253

 役員賞与金(注) △26,100

 中間純損失(△) △408,577

 自己株式の取得 △21,049

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△32,119 21,051 △11,068 △11,068

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△32,119 21,051 △11,068 △765,048

平成18年８月31日残高(千円) 1,117,398 21,051 1,138,449 14,344,244



当中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

 
  

 
  

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年２月28日残高(千円) 2,486,520 14,838,777 5 14,838,782

中間会計期間中の変動額

 自己株式の処分 △25 △25

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― △25 △25

平成19年８月31日残高（千円） 2,486,520 14,838,777 △19 14,838,757

株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金合

計別途積立金
繰越利益剰余

金

平成19年２月28日残高(千円) 417,300 7,594,500 166,586 8,178,386 △43,174 25,460,515 25,460,515

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △458,803 △458,803 △458,803 △458,803

 中間純利益 406,298 406,298 406,298 406,298

 その他利益剰余金の取崩 △800,000 800,000 ― ― ―

 自己株式の処分 181 155 155

 自己株式の取得 △185,925 △185,925 △185,925

 株主資本以外の項目の中間  
 会計期間中の変動額(純額)

―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― △800,000 747,494 △52,505 △185,744 △238,275 △238,275

平成19年８月31日残高（千円） 417,300 6,794,500 914,081 8,125,881 △228,919 25,222,239 25,222,239



前事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

   

   

 
（注) 平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年２月28日残高(千円) 2,486,520 1,926,291 3 1,926,294

事業年度中の変動額

 自己株式の処分 2 2

 株式交換による変動額 12,912,485 12,912,485

 株主資本以外の項目の事業  
 年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 
(千円)

― 12,912,485 2 12,912,488

平成19年２月28日残高(千円) 2,486,520 14,838,777 5 14,838,782

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益 

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計買換資産 
圧縮積立金

固定資産
圧縮積立金

特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年２月28日残高(千円) 417,300 514,523 202,062 8,333 7,254,500 1,171,273 9,567,992 △21,031 13,959,775

事業年度中の変動額

 自己株式の取得 △22,202 △22,202

 自己株式の処分 59 61

 株式交換による変動額 12,912,485

 剰余金の配当(注) △298,253 △298,253 △298,253

 当期純損失(△) △437,768 △437,768 △437,768

 役員賞与金(注) △26,100 △26,100 △26,100

 買換資産圧縮積立金の取崩 △23,594 23,594 ― ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 △71,757 71,757 ― ―

 特別償却準備金の取崩 △2,083 2,083 ― ―

 別途積立金の積立 340,000 △340,000 ― ―

 会社分割による変動額 △490,928 △130,305 △6,250 △627,484 △627,484

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 
(千円)

― △514,523 △202,062 △8,333 340,000 △1,004,686 △1,389,606 △22,142 11,500,739

平成19年２月28日残高 
(千円）

417,300 ― ― ― 7,594,500 166,586 8,178,386 △43,174 25,460,515

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年２月28日残高(千円) 1,149,517 ― 1,149,517 15,109,293

事業年度中の変動額

 自己株式の取得 △22,202

 自己株式の処分 61

 株式交換による変動額 12,912,485

 剰余金の配当(注) △298,253

 当期純損失(△) △437,768

 役員賞与金(注) △26,100

 買換資産圧縮積立金の取崩 ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 ―

 特別償却準備金の取崩 ―

 別途積立金の積立 ―

 会社分割による変動額 △1,117,398 △21,051 △1,138,449 △1,765,933

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)

△32,119 21,051 △11,068 △11,068

事業年度中の変動額合計(千円) △1,149,517 ― △1,149,517 10,351,221

平成19年２月28日残高(千円) ― ― ― 25,460,515



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
  

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

   たな卸資産の評価基準は原価

基準により、評価方法は 終仕

入原価法によっております。

１ 資産の評価基準及び評価方法

―――

１ 資産の評価基準及び評価方法

―――

 (2) 有価証券

   子会社株式及び関連会社株式

    移動平均法による原価法に

よっております。

 (1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 (1) 有価証券

   子会社株式及び関連会社株式

同左

   その他有価証券

    時価のあるもの

     中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）に

よっております。

――― ―――

    時価のないもの

     移動平均法による原価法

によっております。

――― ―――

 (3) デリバティブ 

   時価法によっております。

――― ―――

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   建物(附属設備除く) 

    定額法によっております。

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

    定率法によっております。

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   建物(附属設備除く) 

    定額法によっております。

   その他

    定率法によっております。

   その他

    定率法によっております。

   採用している耐用年数は以下

のとおりであります。

    建物    ４～50年

    その他   ３～60年

   採用している耐用年数は以下

のとおりであります。

    建物      ８年

    その他   ５～８年

   採用している耐用年数は以下

のとおりであります。

    建物    ４～50年

    その他   ３～60年

 (2) 無形固定資産

   定額法によっております。

    ただし、ソフトウェア(自

社利用)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっておりま

す。

―――  (2) 無形固定資産

   定額法によっております。

    ただし、ソフトウェア(自

社利用)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっておりま

す。

 (3) 長期前払費用 

    均等償却しております。

―――  (3) 長期前払費用 

    均等償却しております。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等については個別に回収可能

性を検討して回収不能見込額を

計上しております。

３ 引当金の計上基準

―――

３ 引当金の計上基準

―――



前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日)

前事業年度 

(自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日)

 (2) 投資損失引当金

   子会社等に対する投資の価値

の減少による損失に備えるた

め、投資先の財政状態等を勘案

して計上しております。

――― ―――

 (3) 賞与引当金

   従業員に支給する賞与に備え

るため、支給見込額を基準とし

て、当中間会計期間の負担すべ

き額を計上しております。

 (1) 賞与引当金

同左

 (1) 賞与引当金

   従業員に支給する賞与に備え

るものであって支給見込額を基

準として、当期の負担すべき額

を計上しております。

 (4) 役員賞与引当金

     役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年度

における支給見込額に基づき、

当中間会計期間に見合う額を計

上しております。

 （会計処理の変更）

   当中間会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。  

 なお、この変更により、営業

利益、経常利益及び税引前中間

純利益が14,496千円減少してお

ります。

 (2) 役員賞与引当金

     役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年度

における支給見込額に基づき、

当中間会計期間に見合う額を計

上しております。

 

―――

――― 

 

 

 

 

 

 

―――

 (5) 退職給付引当金

   従業員の将来の退職給付に備

えるため、当期末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

発生していると認められる額を

計上しております。

   また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により、翌期

から費用処理することとしてお

ります。

――― ―――

 (6) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支払に備

えて、内規に基づき中間会計期

間末要支給額を計上しておりま

す。

 (3) 役員退職慰労引当金

同左

―――

４ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンスリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

５ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

   為替予約取引については、繰

延ヘッジ処理によっておりま

す。

――― ―――



 
  

前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日)

前事業年度 

(自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日)

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約取引 外貨建予定取引

――― ―――
 

 (3) ヘッジ方針

   外貨建取引の為替相場の変動

リスクを回避する目的で為替予

約取引を行っております。利用

にあたっては実需に基づく取引

に限定し、売買差益の獲得等を

目的とする投機的取引は行わな

い方針であります。

――― ―――

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理

同左

５ その他財務諸表作成のための重

要な事項

 消費税等の会計処理

同左



次へ 

会計処理方法の変更 

  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

１ 貸借対照表の純資産の部の表示 

 に関する会計基準 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用し

ております。  

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は14,323,193千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間末における

中間貸借対照表の純資産の部につき

ましては、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

――― １ 貸借対照表の純資産の部の表示 

 に関する会計基準 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しており

ます。  

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は25,460,515千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度末における貸借対照

表の純資産の部につきましては、改

正後の財務諸表等規則により作成し

ております。



次へ 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

 

  

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
(平成18年８月31日現在)

当中間会計期間末
(平成19年８月31日現在)

前事業年度末 
(平成19年２月28日現在)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

8,889,653千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

1,432千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

875千円

※２ 担保資産

関係会社株式 16,674千円

      ―――       ―――

   上記に対応する債務

買掛金 2,091千円

※３ 貸付有価証券 

 投資有価証券には、貸付有価証券

が949,830千円含まれております。

      ―――       ―――

※４ 仮払消費税等と仮受消費税等

を相殺して流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。

※２     同左       ―――

※５ 偶発債務   

 債権流動化による手形譲渡高
275,288千円

 債権流動化による売掛債権譲渡高
383,225千円

      ―――       ―――

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

※１ 減価償却実施額

有形 
固定資産

142,565千円

無形 
固定資産

17,872

計 160,437

 

※１ 減価償却実施額

有形 
固定資産

556千円

計 556

※１ 減価償却実施額

有形
固定資産

143,440千円

無形
固定資産

17,872

計 161,312

※２ 営業外収益のうち主なもの

受取利息 12,483千円

受取配当金 260,416
 

※２ 営業外収益のうち主なもの

受取利息 25,765千円

※２ 営業外収益のうち主なもの

受取利息 37,850千円

受取配当金 260,416

※３ 営業外費用のうち主なもの

支払利息 16,059千円

貸倒引当金 
繰入額

16,660
 

※３ 営業外費用のうち主なもの

支払利息 36,523千円
 

※３ 営業外費用のうち主なもの

支払利息 40,139千円

※４ 特別損失のうち主なもの

固定資産 
除却損

1,594千円

関係会社  
株式評価損

145,639

グループ 
再編費用

128,751

 

※４ 特別損失のうち主なもの

固定資産
除却損 
（建物）

75千円

※４ 特別損失のうち主なもの

固定資産
除却損

1,594千円

関係会社  
株式評価損

145,639

グループ
再編費用

251,992

 ５ 中間会計期間に係る納付税額
及び法人税等調整額は、当期に
おいて予定している圧縮積立金
の取崩しを前提として当中間会
計期間に係る金額を計算してお
ります。  

――― ―――



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間 （自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

  

自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

  増加数の内訳の主なものは、次のとおりであります。 

   取締役会決議に基づく自己株式の買付 20千株 

  

当中間会計期間 （自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

  

自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

  増加数の内訳の主なものは、次のとおりであります。 

   子会社の有する親会社株式の買付    145千株 

   取締役会決議に基づく自己株式の買付  82千株 

  

前事業年度 （自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

 
（変動事由の概要） 

  増加数の内訳の主なものは、次のとおりであります。 

   取締役会決議による自己株式の買付による増加 20千株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 23 20 ― 43

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 44 228 0 272

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 23 21 0 44



（リース取引関係） 

  
前中間会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額
器具 

及び備品
ソフト 
ウェア

計

取得価額 
相当額

122,329 257,398 379,727千円

減価償却 
累計額 
相当額

80,959 226,375 307,335

中間期末残 
高相当額

41,369 31,023 72,392

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高の有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

ソフトウェア

取得価額相当額 24,290

減価償却累計額相当額 1,385

中間期末残高相当額 22,905

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

―――

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 50,612千円

１年超 21,779

計 72,392

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 4,765千円

１年超 18,176

計 22,941

(2) 未経過リース料期末残高相当額

―――

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高の有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 37,256千円

減価償却費相当額 37,256

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,438千円

減価償却費相当額 1,385

支払利息相当額 89
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 37,256千円

減価償却費相当額 37,256

(4) 減価償却費相当額の算定方法

     リース期間を耐用年数とし、
    残存価額を零とする定額法に
    よっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

             同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

             ―――

  

(5) 利息相当額の計算方法

    未経過リース料中間期末残高の

有形固定資産の中間期末残高に占

める割合に重要性があるため、リ

ース料総額とリース物件の取得価

額相当額の差額を利息相当額と

し、各期への配分方法について

は、利息法によっております。



（有価証券関係） 

前中間会計期間末(平成18年８月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

当中間会計期間末(平成19年８月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

     子会社株式及び関連会社で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成19年２月28日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

     子会社株式及び関連会社で時価のあるものはありません。 

  

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額 
（千円）

子会社株式 ― ― ―

関連会社株式 2,140,715 13,218,034 11,077,319

   計 2,140,715 13,218,034 11,077,319



（重要な後発事象） 
  

 

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

 当社は、平成18年９月１日付をも

ちまして純粋持株会社へ移行しまし

た。また、商号を㈱Ｆ＆Ａアクアホ

ールディングスに変更しました。当

社は㈱アスティ（当社から会社分割

により設立しほぼ全事業を継承させ

た事業会社）、㈱エフ・ディ・シ

ィ・プロダクツ（株式交換により完

全子会社化）、及び㈱アージュの

100％の株式を保有する純粋持株会

社となりました。

 

―――

 

―――

 当社（㈱Ｆ＆Ａアクアホールディ

ングス）の子会社㈱アスティは、平

成18年10月２日開催の取締役会にお

いて、その子会社であります上海亜

士泰時装有限公司を清算することを

決議いたしました。 

 上海亜士泰時装有限公司は平成15

年９月１日に設立し、平成16年１月

１日より開業、生産を開始しました

が、開業当初から厳しい経営状況が

続き、今後も改善の兆しが見られな

いため、このたび清算を行います。 

 なお、上海亜士泰時装有限公司に

おいて生産しておりました布帛商品

に関しましては、今後は他の協力工

場に専用ラインを確保し、生産して

いきたいと考えております。

 

―――

会社法第165条第２項の規定による

定款の定めに基づく自己株式の取得 

 当社は、平成19年10月30日開催の

取締役会において、会社法第165条

第３項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づ

き、自己株式を取得することを決議

いたしました。

(1)理由 ：
経営環境の変化に対応した
機動的な資本政策の遂行を
可能とするため

(2)取得する 
  株式の種類

：普通株式

(3)取得する 
  株式の数

：
300,000株 
（上限）

(4)株式取得 
  価格の総額

：
250,000千円 
（上限）

(5)自己株式 
   取得の期間

：
平成19年11月１日から 
平成20年２月22日まで

 

―――



前へ 

(2) 【その他】 

第58期（平成19年３月１日から平成20年２月29日まで）中間配当については、平成19年10月15日開催

の取締役会において、平成19年８月31日の 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株

主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

 ① 中間配当金の総額               303,583千円 

 ② １株当たり中間配当金                10円 

 ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成19年11月16日 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

(1)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第57期)

自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日

平成19年５月25日 
関東財務局長に提出。

(2)
自己株券買付状況
報告書

平成19年９月10日 
関東財務局長に提出。

(3)
自己株券買付状況
報告書

平成19年10月15日 
関東財務局長に提出。

(4)
自己株券買付状況
報告書

平成19年11月15日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成18年11月17日

株式会社Ｆ＆Ａアクアホールディングス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社Ｆ＆Ａアク

アホールディングス（旧会社名株式会社アスティ）の平成18年３月１日から平成19年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期

間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社Ｆ＆Ａアクアホールディングス及び連結子会社の平成18年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示し

ているものと認める。 
  
追記情報 

 １．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は役員賞与に関する会計基準を適用して

いる。 

 ２．会計処理方法の変更に記載されているとおり、会社は百貨店等の売上仕入契約を採用している売上高及びこれに対応する費用

の計上方法を変更した。 

 ３．セグメント情報に記載されているとおり、会社は事業の種類別セグメント情報の事業区分方法を変更した。 

 ４．重要な後発事象に純粋持株会社への移行に関する事項が記載されている。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 和 泉 年 昭 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 藪 俊 治 

      



  

  

平成１９年１１月２２日

  

  

  

  

  

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社Ｆ＆Ａアクアホールディングスの平成１９年３月１日から平成２０年２月２９日までの連結会計年度

の中間連結会計期間（平成１９年３月１日から平成１９年８月３１日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい

て中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社Ｆ＆Ａアクアホールディングス及び連結子会社の平成１９年８月３１日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１９年３月１日から平成１９年８月３１日まで）の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

  

  

 

独立監査人の中間監査報告書

株式会社 Ｆ＆Ａアクアホールディングス

取 締 役 会  御中 

監 査 法 人  ト  ー  マ  ツ  

 指 定 社 員
 

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士

 

笠 原 壽太郎

 

 

 

 指 定 社 員
 

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士

 

髙 木 政 秋

 

 

 

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成18年11月17日

株式会社Ｆ＆Ａアクアホールディングス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社Ｆ＆Ａアク

アホールディングス（旧会社名株式会社アスティ）の平成18年３月１日から平成19年２月28日までの第57期事業年度の中間会計期間

（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資

本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社Ｆ＆Ａアクアホールディングスの平成18年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年３月１日か

ら平成18年８月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 １．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は役員賞与に関する会計基準を適用している。 

 ２．重要な後発事象に純粋持株会社への移行に関する事項が記載されている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 和 泉 年 昭 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 藪 俊 治 

      



  

  

平成１９年１１月２２日

  

  

  

  

  

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社Ｆ＆Ａアクアホールディングスの平成１９年３月１日から平成２０年２月２９日までの第５８期事業

年度の中間会計期間（平成１９年３月１日から平成１９年８月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借

対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社Ｆ＆Ａアクアホールディングスの平成１９年８月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間（平成１９年３月１日から平成１９年８月３１日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

                                           

  

  

 

独立監査人の中間監査報告書

株式会社 Ｆ＆Ａアクアホールディングス

取 締 役 会  御中 

監 査 法 人  ト  ー  マ  ツ  

 指 定 社 員
 

業 務 執 行 社 員
 公認 会 計士

 

笠 原 壽太郎

 

 

 

 指 定 社 員
 

業 務 執 行 社 員
 公認 会 計士

 

髙 木 政 秋

 

 

 

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 
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